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は じめに

日野市長森 田 喜美男

「日野市の住宅 '78Jを、ここに刊行いたします。本書は、昭和53年

に全国一斉に行われた第 7回住宅統計調査の結果に基づいて、日野市の

住宅状況をつかむことを目的としていますn

あらためていうまでもなく住宅は、衣・食と並んで、人間の存在条件

の第一たるものです。従って住宅統計は、人々の生活条件を示す、最も

重要な統計のひとつであります。と同時に、わが日野市のように、高度

成長期に人 口が急増し、都市化が急テンポで進んだような地域では、住

宅問題は特別な意味をもって私達に迫ってきます。

特に近年、日野市の土地価格は、かつての狂乱物価を思わせる急上昇

を見せ、国の調査でも、日野市を含む旧南多摩地区は、地価上昇率日本

ーといわれています。本書でも示されるように、土地価格の動向は、住

宅の水準を左右する最も大きい要因になっています。建物を建築するた

めに要する経費よりも、地価のほうがはるかに高いという状況のもとで

は、住宅水準は低下せざるを得ません。これは私的住宅だけでなく、公

的な住宅についてもいえることです。

こうした現実があるなかで本書は、日野市民の住生活を客観的に示す

資料として、今後の日野市のまちづくりに役立つものと信じます。本書

が市職員にはもちろん、各方面に広く用いられますよう、念じてやみま

せん。また本書に対するご意見、ご批判がございましたら、率直にお寄

せくださいますようお願いし、たします。

最後に、住宅統計調査にご協力くださった調査員のみなさん、本書作

成に当り資料提供などのお力添えをくださったみなさんに、あつくお礼

申し上げます。

1 980年 3月
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昭和53年住宅統計調査の概要と本書の構成

1.昭和 53年住宅統計調査について
1)住宅統計調査の目的と回数

住宅統計調査は、わが国の住宅の現状とその推移を明らかにする目的で、昭和23年以

来5年ごとに実施されてきた指定統計であり、昭和53年住宅統計調査は第 7固めに当る。

2) 調査の時期

昭和53年10月1日午前零時現在で実施。

3) 調査対象の抽出と調査の実施

住宅統計調査は全数調査でなく抽出調査である。抽出は昭和田年国勢調査の調査区を抽

出単位とし、全国平均6分の 1を抽出した。日野市の場合は抽出率4分の 1の地域となり、

昭和弱年国勢調査の調査区 760調査区の約 4分の lに当る 194調査区を設定、 191人の調

査員によって調査が行われた。

4) 調査の事項

昭和53年住宅統計調査では、次の事項を調査した

(1) 住宅に関する事項

①居住世帯の有無及び居住世帯のない住宅の種別②建て方(一戸建、共同住宅等の別〉

③種類(専用住宅、併用住宅等の別)④構造(木造、非木造等の別)③腐朽破損の程度⑥

階数⑦所有の関係(持家、借家等の別 〉③建築の時期⑨床面積⑬設備(給水設備、 炊事用

流し、便所及び浴室)⑪日照の状況

(2) 持家である住宅に関する事項

G買召和 49年以降に居住室の増築をしたか否かの別並びに増築した場合の増加した居住

室の畳数②建替え、購入、新築等の別

(3) 住宅の敷地に関する事項(略)

(4) 住宅以外で人が居住する建物に関する事項(略)

(5) 世帯に関する事項

①世帯の種類②世帯人員と年齢 ・性別③夫婦の組数④居住室の室数及び畳数⑤食事室の

種類⑥世帯の収入⑦家賃または間代

(6) 世帯の主たる働き手に関する事項

①年齢②勤めか自営かの別及び勤め先の企業全体の従業員数③通勤時間④現住居への入

居の時期⑤前住居の所在地(現住居への入居の時期が昭和49年以降の場合)⑥前住居の居住

形態(同)⑦前住居の居住室の畳数(同)③前住居時の世帯人員(同)

(7) 住宅の環境に関する事項

①都市計画の地域区分

2.本書の構成
本書は 3部から成る。それぞれの内容は次の通りである。

く第1部。解説と図表〉

第 1部は、総理府統計局発行「昭和53年住宅統計調査報告・第 3巻 ・都道府県編・その

13・東京都」に基づいている。方法的には、日野市についての調査結果数字を集録すると

ともに、 日野市の住宅状況を特徴づけるために、隣接6市と東京都全体の住宅状況を比率

によって比較することとした。

このうち日野市についての実数は、各ページに付表として掲げ、近隣各市との比較はす

べて図表によって行った。解説は、この付表と図表の説明となるように心がけているが、

数字の社会的背景にもふれた部分があるo

く第2部・日野市の地域別資料>

昭和53年住宅統計調査では、国の許可を受けて日野市としての独自集計を行った。方法

は調査区ごとに 4分の 1ずつの調査票を直接に集計表ヘ転記、項目ごとに集計を行ったも

のである。本書第 2部には、この独自集計資料のうち、地域別資料を収めた。地域は便宜

的に任意に分割しであるが、 52ページの地図を参照されたい。

ところで、先にものベた通り昭和53年住宅統計調査における日野市の抽出率は 4分の 1

であった。独自集計ではこれをさらに 4分の 1にしたので、あるから、全体からみると16分

の1の抽出率ということになる。一般的に見て、抽出率の高いほうが、調査結果の精度は

高い。 従って、第 2部と第 1部の間に矛盾のある場合は、第 1部の資料を優先されたし、。

く第3部。日野市の人口増減と土地価格>

住宅統計は広い意味では人口統計の一部であり、 住宅状況と人口動向は切り離せない関

係にあるo そのため本書には、近年の日野市の人口動向とそれに関連させた土地価格の動

きを示す資料を、参考表として収めた。この資料は、日野市住民基本台帳人口の各年 1月

1日付人口を基礎として作成されたものである。

3.抽出調査と集計誤差
抽出による調査は、結果を出す場合、つかんだ数字に基づいて推計をする。単純なやり

方でいえば、4分の 1抽出なら結果数字を 4倍するというように。しかし調査の対象と

ならなかった残りの 4分の 3には、いちじるしく異る傾向をもつものがあるかもしれなし、。

だから抽出調査の結果として出される数字は、どんなやり方でも誤差を含む。もちろんな

るべくそれを少くするように努めるのであるが。昭和53年住宅統計調査結果の推計誤差率

がどれほどであるかについては、前出の総理府発行の統計書にくわしいので、参照されたし、e

それによれば、たとえば都全体で 50，000と推計される数字の誤差率は 0.006である。

4.符号など
本書第 1部の付表に使つである符号は次の通りである。

「一」 調査したが該当なL.o

i 0 J 推計の過程で、四捨五入などによって切り捨てられたもの。

推計と四捨五入の関係で、比率(%)の合計は必ずしも 100%とはならなし、。

つ臼
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用 語の解説

〈住

住宅

fi:'包とは. ?Fi泊グト ・戸建のfI:'包のほか.アpマートのよう

に完全に区i~ü された建物の ー・苦11 で. 一つの世{i~が独立して

家庭生活を営むことができるように建築又は改造されたも

のをいう。

ここでj完全に区画された」とは，同じ建物の他の郎分

と.コンクリート控や阪喰などの回定的な仕切りで完全に

しゃ断されている状態をいう。

また r一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができ

る』とは.次の阿つの設備を備えていることをいう。

(l}・つ以上の居住家 i共用であっても，他の俊惜の

(2)専用の炊事用排水設備1J ~号住部分を通らずに，いつで
(i.iltし)11も使用できる状態のものを合

(3)専用の便所 J lむ。

(4)導lTlのIII入[](院外にwしている出入口.又は民11=者や

そのtlI:':箭への訪問者がいって・も通れる共用の廊下などに

而iしている出入口)

したがって.上記の条件を備えていれば，ふだん人が!日}

[主していなくても.ここにいう rt主宅」となる。

また.住宅を既Ij:世帯の有無別に調査し，ふだん人が隠

住していない住宅を次のとおり区分した。

一時現在者のみの住宅

性問だけ使用しているとか.交代で寝泊まりしているな

ど.そこにふだん尉住している者が一人もいない伎宅。

建築中の住宅

住宅として主主築中のもので.棟上げは終っているが戸締

まりができるまでにはなっていないもの{鉄筋コンクリー

トの場合は.外唆が出来上がったもの)

なお.戸締まりができる程度になっている場令は.内装

が完了していなくても.次に述べる「空き家」とした。

また.建築中の住宅でも.ふだん人が居住している場合

には.建築中とはせずに人が居住する一般の住宅とした。

空き.

ふだん人が腐{主していない住宅で， しかも. 一時現作者

もいない住宅。

なお.~き家のうち.その住宅を生活の本拠として釈依

する陛幣のない1主宅で.いわゆる別荘やセカンド・ハウス

などと呼ばれる伎宅を「別荘など二次的住宅J とした。

人が居住する住宅以外の建物

住宅以外の建物でも.ふだん人が居住していれば，調奈

の対象とした。この住宅以外の建物を.次のとおり区分し

た。

寄宿舎・下宿屋

学校の寄宿舎や会社の独身寄ーなどで，生計を共にしない

宅〉

単身者の集まりを尉1主させるために怨てられ又は改j立され

た建物。

旅館・宿泊所

a骨量の旅館やm泊所・保業所などのように.旅行者4・ど

一時滞:(E者の術i向のために建てられ文{i改泣きれた他物。

その他の建物

上記(住宅.苦H員合 ・下宿鼠.旅館 ・宿泊所)以外の建

物e 例えば，工場 ・作業所・事務所などや.飯場のよi!こ

臨時応急的に建てられた建物で.住宅に改造きれていない

ものをいう。

なお.この調慌て， r人が屑1主している」とか『情性して

L、る世帯」 という場合の肘i主しているとは、ふだん怯んで

いるということで.調布日現行:そこに既に 3か月以ート1主ん

でいるか.あるいは辰ì1í: f~って来てまだ 3 か月になってい

ないが調売円のliij後を泊じて 3か月以上にわたって住むこ

とになっている場合のことをいう。

住宅の種類

住宅をその1!li主により.次のどおり区分した。

専用住宅

riHtの目的だけに建てられた住宅で.出舗・作業埼・事

務所など業務に使用するために設備きれた部分のないfi:'主。

併用住宅

農林漁業併用住宅

農業 ・ 林業・ n. ~ji\業 ・ 漁業又は水産美術業の業務に使

用するために設備き Ilt:部分と居住のltJに供せられる部

分とが結合している住宅。

唐織その他の併用住宅

農林漁業以外の業務に使用するために設備された部分

と問1.1:のItlに供せられる部分とが結合している住宅。例

えば. I拘Jふ飲食r，li. .f:1r， J~ Ji1i.院院など.業務に f定例寸

るために設備きれた部分のある住宅がこれに当たる。

伎!1;の所有の関係

人が腕住する住宅について.所有の関係を次のと sリl疋

手〉した。

仁持ち家

借家一「公営のtHf住宅(都道府県.市区町村'営

持ち家

! のtt貸住宅)

ト公団・公社の1t貸住宅

ト民営借家(又は賃貸アパート)

」給与住宅

そこに I~ili:している i肘i?が柳川i している 11:'包。

鮫近建築. I再入又は総統した住宅で.ft記がまだi斉んで
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いない場合や.分前打、いの分譲住宅などで支払いの完了し

ていない場合も「持ち家J とした。

公営の賃貸住宅

都道府県.市区町村が所有又は管理する賃貸住宅て二 r給

与住宅」でないものの普通J県営住宅J. r市営住.宅」など

と目乎んでいるものがこれに当たる。

公団・公社の賃貸住宅

日本11:1;公開や都道府県・市町村の「住宅供給公社J

「住宅協会J・「開発公社」などが所有又は管理する賃貸住

宅で.以下の「給与住宅」でないもの。普通 r公団住宅J・

「公社11:宅J と呼んでいるものがこれに当たる。

なお.廠用促進事業閉め移転就職者用宿舎もここに含め

Tこ。

民営借家

そこに居住している世帯が.国・都道府県・市区町村・

公団・公社以外のものが所有又は管理している住宅を借り

ている場合で.以下の「給与住宅」でないもの。

給与住宅

社宅.公務貝住宅などのように.会社.団体.官公庁な

どが所有又WiJJ't¥して.その腕員を職務の都合上文(;t給与

の一部として屑H:させているf主宅。この場合.家賃の支払

いの.fi無を問わない内

住宅の建て方

住宅の主主て方を次のとおり区分した。

一戸建

一つの建物が 1住宅であるもの。

長屋建

プーつ以上.の住宅を--t東に建て連ねたもので.各住宅が墜

を共通にし.それぞれ別々に外部への出入口を有している

もの。日本住宅公開などのいわゆる「テラス・ハウスJと呼

ばれる住宅もここに含まれる。

共同住宅

一械の中に二つ以上の住宅があり廊下・階段などを共用

しているものや.二つ以上の住宅をmねて建てたもの。

鴨下がI荷J市で. 2階以上に二つ以上の住宅がある.いわ

ゆる「げたばきアパート」も「共同住宅J とした。

その他

上記のどれにも当てはまらないもので.例えば.工場や

事務所などの・ー部が住宅となっているような場合をいう。

建物の構造

建物の構造を次のとおり区分した。なお.二つ以上の構

造からなる場合は.床蘭積の広いほうの精造によった。

木造

建物の主な櫛造部分のうち.性.はりなどの骨組みが木

造のもの。次の「防火木造J に該当するものは含めない。

防火木造

住. (;tJ).などの骨組みが木造で.隊恨や外型まなど延焼の

おそれのある部分がモルタル. トタンなどの防火性能を有

する材料でできているもの。

プロック遺

外Jl，~がコンクりートブロ・ック i査で.恋物の!Ií. きをその外

幣全体で支えているi覚りのもの。

鉄骨・鉄筋コンクリート造

建物の骨組みが鉄骨コンクリート j主.鉄筋コンク 1トート

造又は鉄骨鉄筋コンクリート迭のものの

その他

上記以外のもの。 191Jえば，鉄骨造(柱.はりが鉄付のも

の).レンガ造などのものが含まれる。

建物の階数

建物全体の池上部分の階数をいう。(したがって. ttTJ符Iま

含めなしけなお.中 2階や尾被裏の部屋は階数に含めないe

住宅の震築の時期

人が居住する住宅について.その住宅の建築の時期を調

べた。

!主ちの建築後.建て期しゃ改修をした場合でも初めに建

てた時期を怨築の時期とした。ただし.U';てf析しゃ改修を

した節分の床稲殺が.建て冷しゃ改修後の住宅の延べ而織

の半分以上であれば，建てI脅しゃ改修をした時期を建築の

時間とした。

住宅の股備状況

(1) 炊事用流し及び便所が専用か共用かによっ て，集計

の際に，住宅を「設備専用」又は「設備共用」に医分

した。

段備専用

炊事用iifi.し及び便所の両方が専用である場合(主世帯

と同居世帯が共同で使用している場合を含む。)

段備共用

炊事用流し及U'1電所のうち.いずれか一方あるいは両

方が共瑚の場合。

(2) 給水設備.使所及び浴室について次のとおり区タし

た。

給水段備

水道……専用水道.簡易水道のほか.理事管によリ 2

戸以上の住宅に給水している場合を含む。

水道ではない……動力ポンプ井戸.手動ポンプ井'戸

など。

便所

水洗……自家浄化槽で処理するものを含む。

水洗ではない

浴室

あり……シャワ一室だけの場合も「あり J とした。

なし……浴槽があっても浴議がなければ「なし」と

しだ。



建物の穏朽破損の程度

建物の腐桁破損の筏度を次のとおり区分した符

程度の判定1;1，調在の際に調炎員自身が「調査の一手当1j 

に例示きれた参考写真などを築にして建物全体と Lての状

態により，得権11.的に判断した。

修理を嬰しない

建物の主要部分(陸線!透，住.土台をいう Jに少しも

J負傷のないもの。その他の部分にHH努がある場合でも. し

ろうとが容易に修理できるものは f修理を要しない」とし

ナ.
.~。

小修理を要する

建物の主要部分に鋼{毎はないが.例えば，外岡りの阪が

ところどこ ろ落ちていたり ，一部の墜にひびが入っていた

り，かわらが一部はずれていたり，また.雨どいが破損し

てひきしの一部が取れているなど，いずれもちょっと した

部分的手入れで修理できるものをいう。

大修E里を要する

建物の主要部分に!腐何やE尉員など不定全なところがあっ

て.大規僕な修理をしなければ.建物の寿命に影将がある

と恩われるものをいう。

危険又は修理不能

もはや寿命が尽きていてこれ以上もたな恥 と思われる住

宅や災害で大破したままの住宅などで，柱の傾斜.屋恨の

ゆがみ，あるいは建物の主婆部分の腐朽や破摘がはなはだ

ししちょっとした風間.池袋にも危険を感じる程度のも

のをいう。

居住室数漫ぴ畳数

居住室数

居住室とは，居間.茶の間，寝室.客間.書斎，応楼!問，

fL、問，食事室な ど居使用の室をいう。したがって.玄関.

台所(炊事場).便所.浴室，廊下.農家の土問などや，乱

事務室，旅館の客寒など営業用の家は含めない。なお，ダ

イニング・キッチン(台所兼食事案)は，流しゃ調理台な

どを除いた広きが 3畳以上の場今には.居住容の数に含め

たのまた.同居世帯がある場合には.同居世帯カf使用して

いる家数も含めた。

畳数

畳数は，上に述べた各居住室の党数(広き)の合計をい

う。 i羊|羽など畳を敷いていない居住室も.3，3平方メートル

当たり 2畳の割合で畳数に換算した。

住宅の延べ面積

住宅の延べ面積とは.住宅の各婚の床面積の合計をいう。

この延べ蘭僚には，居住室の面積のほか，その住宅に含ま

れる玄関.台所.便所.浴室.廊下.農家の土問，押し入

れなどや. ，，1;. õl~務宅など営業!日に使用している部分の ifii

積も含めた。しかし日IJ仰の物流 ・11¥，併の凶itrlやn'fj，¥占('t'，)1・
作業場など営業用の付属建物の而械は含めないのアノマート

やマンションなど共同住宅の場合は.共同でf即日している

Illn~. riii}f. Iil!i析などの耐摘を除いた.それぞれの住宅の

専問部分の床ifli般とした。

居住~を増築したか否かの別

「持ち家」について.昭和49年 1月以降.その世幣が使

用するた灼の問1主宰ーの撞てT，'o'Iしをしたか否かを調べ.建て

地しをした場合には.建て地しにより地IJ目した居住宅の'註

数を調ぺた。なお， Jお・事務本など営業11]の哀を建て榊し

した場合.台所・浴室など尉住宅以外の建て惜しをした場

合， Ilnnしなど他の世帯に使用させるために建て楠 しをし

た場合は 「建て摘しをしなPj とした。

また.廊下やt111入れ毛・どを賠1主窓に改造 した場合は.住

宅金休の床面積が増加しない場合でも 「建て精しをしたJ

とした。

住宅の建て替え・購入 ・新築等の別

「持ち家」について，現在住んでいる住宅の取得方法を

次のとおり区分した。

新築の建て売り・分強住宅の"入

公団・公社など・…，R1:住宅公開.都道府県や市町村の

r f主宅供給公社J・rf主主協会J，I開発公社J なとから.新

築の建て売り 1主・乞又I.i分液(主定を買った場合う

lモ11司・…民間!の土地建物業者などから.新築の漣て売り

住宅えは分譲住宅を買 った場合。

重量て替え

以前にあった持ち家を墳して同じ敷地の中に新 しく1主宅

(持ち家)を建てた場合。

新築(建て替えを除<)

t記の 「新築の建て売り ・分譲住宅の勝入」及び「建て

鯵え」以外の場合で.新しく1主宅(持ち家) を建てた場合.

あるいは以前にあった住宅以外の建物や地設を取り壊して.

そこに新しく住宅(持ち家)を建てた場合をいう。

中古住宅の蛾入

他の険者?が{主んでいた住宅を買った場合。なお， 1借りて

いた住宅を買った場合もここに含めた。

その他

上記以外で，仔lJえI;f相続や附与によって取得した場合な

ど。

住宅の日照

日照時間

調査目前後の晴天の臼の状態により，居住吉長に日が当た

っている時間を次の灰分により調べた。

1時間未満(全〈日が当たらない場合も含めた。)

1時間以上 3時間未満

3時間以上5時間未満

5時間以上

この時1111は日の当たる't.l1本が 2本以上ある場合は.い

ずれか一つの実に日が当たり始めてから. どの~にも日が
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当たらな〈なるまでの時nnである。ただし，そのnnにどの

容にも日が当たらなL・時間がある場介は.その時11司を除い

ている。

宅内に日がま!~ L 込んでいなくても，~カr面している廊下

や窓際に円が当たっ てLサLlj:'，情{主宰に日が当たっている

時1111に含めたの

日当たりの良〈ない原因

日照時間1カr3時間未満の住宅について.更にその!京i却を

次のs分により調べたう

北向きの府f主当iだけだから

j!j: <に尚~~.ijt ì;'t物があるから

周問の建築物が按iti:しているから

その他

なお r高層建造物J とは， 31;官illて以1ーの建築物足びそ

れに相当する広 1';-t答.高知 n !fibil~道などの建iE物を t 寸 p

〈敷地〉

敷地の所有の関係

「持ち家J について.その{主宅の敷地の所有の関係を調

べた。

所有地

居住ーし ている持ち家の敷地をその世帯の世帯貝が所 fiし

ている場合で ~ま記の有無を問わない。ただし親の名義

の土地に{主んでいて地代を支払っていない場合も「所有地」

とした。また， J~HíJ Ij:宅あるいは長民主主の住宅の場{t，そ

の建物の敷地がftfi=宅に院佐する世帯の共同所有になって

いる場合も 「所有地J とした。

借地

その1廿併のl吐常民以外の者が所有している場合をいう。

作IJえは，~の所作している土地に妹が住宅を建て地代を支

払わずに住んでい る場合でも「借地」とした。

敷地面積

ー戸.i主及び長尾建の住宅について.敷地面積を調ぺた。

敷地ulIfi'Hま. t~~eの#無~~記 1'.の地目 (宅地.悶.慣

などの区分)やZf記 1'.の士地の区分 (U経)に関係なし

その住宅及()'付属建物の険地となっている土地の雨織のこ

とである。工場.事務所などと同じ構内に住宅がある場合

には.工場.事務所などの敷地を除いた面積とした。農家

などの場合.聞いの中にある付属建物(作業所，畜舎など)

の部分の敷地は含めたが.畑などに使っている部分は，登

記上の地自に関係なく徐L、た。長屋建の住宅の場合は. t東
め数地面慌ではなく.各住宅の敷地商摘である。なお.共

同住宅については，僚会休の敷地面積を調べた。

敷地の取得の時期

敷地の取得の時期とは.その敷地を買ったり借りたり浪

。}受けたり.相続した時期をいう。なお， 1昔リていた土地

を買った場合には.賞った時期をいう。

敷地取得の相手方

q寺tぅ家」について.住宅の敷地の購入先又は併入たを

次のと必り I>Z分し た。

国・審E道府県 ・市町村

これらの機関からその所有する土地を買ったり 1!?リたリ

したf易合。

公団・公社

「日本住宅公団J ゃ r宅地開発公団」又1;1都道府県やili

町村の「住宅供給公社J・「住宅協会J・「潟発公社」などか

らその所有する土地を買ったり借 りたりした場合。

土地・建物集者

宅地の開発 ・造成や:U也建物の取引を行っている会社 ・

例入などが所有する土地を興った り借りたりした場今e し

たがって.土地位物業持が他の一一般の法人や例人の所作し

ている土地の売買やlt貸借のf'l'介(あっせん)だけを した

場合はここに含めない。

個人

1同人から土f也を貰 ったり 1!?りたりした場合をいう 。

その他

上記以外の場合o I~IJ え lZ. ー般の会社や団体か らロヮた

りi借りたりした場合や.相続・贈与によって取得し た場介

をいう。

〈世帯〉

主世帯，同居世帯

1住宅に 1世帯が住んでL、る場合はその世帯を「主世帯」

とL. 1住宅に 2世帯以上住んでいる場合には，そのうち

の主な世帯(家の持ち主や借り主の世帯など)を「主世帯」

とし.他の世帯を rl言l際世帯J としたぞ

なj;，lIt身打が友人と共l;iJでアパートの 1雫をf!?りてIi:

んでいる場合など， 1住宅に 2人以上の単身者が住んでい

る場合1;1.便宜.そのうちの 1人を「主世帯」とし他の

人はまとめて「同尉世帯」とした。

普通世帯・準世帯

rn-.i埠世帯J とは， 1主情と:J:.r.十を共にしている家綾など

の{仕僚をいう 、 家族と-係に間的りや I ;1J '，i; している IIH1\， 1~

ぴ 1 人で 1 戸を附えて詳している|任 ;:ii も j!l;-持 111・.:;~:とLlニ、

主1任命はすべて 1活il.!j世僻」と Lt:三，

ち
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r il'¥世帯むと1;1'，:単身の刊行人・開11ftリ人. Ij~:È と同隠

している巾身のfJ:み込みの従業11や.寄託It;-・旅館など0，

宅以外の建物に住んでいる単身者又はそれらの人々の集ま

りの世僚をいう。住宅に住む同絡l世帯や住'包以外の雄物に

住む世帯干の場合は.家族と一緒に住んでいれば rf字通世俗J

とした。

世待人員

その世情にふだん住んでいる世幣貝を L寸。したがって.

たまたま旅行などで一時不在の人でも，ふだんそこに住ん

でいればそのil同?人HIこ含めたの

なお.船舶に耳E り車nんでW~FI~伐の人(J'J f前F撃の総書n泉

純貝を除 <JIHI宅に{主ん・でいるものとした。

また.r単身の住み込みの家事手伝い;IiIlff主のl削停に含

めたが r住み込みの従業員J や r'下宿人J. rrlll借り人;1:'. 

履主や家主の世帯とは耳IJの俊脅?とした。

夫婦の組数

その世帯iこふだん住んでいる夫婦の組数。したがって.

配偶者が単身赴任などのため長期不在て:11吐俳人員に含まれ

ない場合は，夫婦の級数には含めない。

世平等の主な動き苧

世手管の主な働き手と 1;1.その世帯の働き手のうち家計の

主たる収入を得ているへをいう。 i'H停の三七な働き手(主な

働き手がいない場合は世帯主)について.1f-紛.従業|ニの

地位.企業規模，通勤時間，現住民への入腐時期.従前の

居住地・居住形態，前住民'の世帝人H及び陪{主主の登数を

調べた。

年磁

調査日現夜のi前年始。

従業上の虫色位

世帯の主な働き手の従業上の地伎を次のとおリ IR分した。

業主 …業主

磁工・その他の業主

雇用者 会社・同体・公社又は側人に履われて

無職

農林・水産祭主

いる者

官公の常用版用者

臨時・日麗

偶人で農業.漁業などを営んでいる者。

商工・その他の業主

r農林・水産業主J 以外のn営業主。伽!人経営の湖J，Ii

主・工場主.例入で自己の寺門f主体j又は知識を内容とする

業務に従事している開業医・弁，i盤上・著述家・画家・公

認会，11':1:などが含まれる。家嵯内戦をしている場合もこ

こに含めた。

会社・団体・公社又は個人に雇われている者

IIH~われて.給料. tt~すなどを受けている将(会社員.

'，111本戦H. 伽|人 jffi ，，'j の従業Ilなど l また.会 L~， ' l'i1f本の社

長・ JfJl.締役..t11\ ・J~ などのいわゆる i主 H もニニに含めた。

官公の常用雇用者

現業.非現業を問わず.凶又:;1}也1i公共凶休に常時櫨

われて.車会科・ tt金などを'受けている者。

臨碍・日雇

u々又1;11 rド以内の!日l聞をi.i::めて械われているお。

然破

ふだん 11:がをしていないで. 11:送り金.桜111保険金.

'1=. ijfif~~ ，:併合1-1・ (Î>.午(J):， I!f，lrr収入などで生活している:行。

企業規模

従業 1:の地位カ、「会社・['Hf.本・公社又lif附人にliltわれて

いる者Jについて.効め光の食業全体の従業fd見肢を，Ul4べ

た。なお.例入jflir.tiなどの場合. ~~われている従業者だけ

でなく.業主やふだんその仕事に従事している家族も含め

?こ角

通勤時間

徒Jj;:及びパスや鉄道などふだん手IJHJしている交通機関に

よる拘宅から勤め先までの通常のillif}J所要時1m(~~'j箆)の

合計をL、う。

なお，農家や漁家の人が白家の問:l1!l'I.IJ休や漁船で仕事

をしている場合.自営の大T.左'(f，行，I請に従事している

人などが自宅を離れて仕事をしている場合.IIIわれて船に

乗り組んでL‘る場合は.便宜「自宅又I:t.伎み込みJ とした。

入居時期

現在の住肘に入居した時期をいう。現(f.のU:宅が入総後

に控て f~えられた場合には建て ftぇ;jí)の f.i:乞に人柄ーした 1時

期iをいう。世帯?の主な働き予が出生時から引き続き住んで

いる場合は出生時を入居時刻lとした。

従前の居住地

現住民への入肘 11年 JYIがUlHU49íl~ 1月以降の者について.

従前の牌f.i:地を次の区分で調べた。なお.東京都の23区1;1

合わせて 1市としたの

富市町村内他所

員iif主肢の所在地が現在と同じ市町村の場合。

県内他市町村

詰ijf主院の所.(f地が現在と同じ都道府県内の他の市町村

の場合。

他県

jjiJli:'，'1ーの，i'r(E地がJJl. {i の都道府県と y~なる都道府県又

は凶外の場合。

従前の居住形態

現f主駁への入居時期が昭和49年 1H以降の者について.

従前の謄住形態を次の区分で調べた。なお.この区分の内

容については〈住宅〉の項を参燃されたい。

おt族の家……続・その他の続肢の家に同信}していた場合。

持ち家

公営の借家

公団・公社の借家
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民営{持家{ー・戸怨・袋路建}

lミ百tfn家 ( ~~li iJI:t:宅)

車合'j-flニ乞

flおえは11lJf/}り

i梅街などに住み込み

君子街合・寮

その他……左記以外の場合。例えば.病院.学校.旅館.

工場などLi:'包以外の他物Iこ0，んて'いた場合。
従前の世帯停人員及び居住:!:の畳数

現住居ヘの入居時期が昭和49年 1月以降で.かつ従前の

約f.=i:形態が「持ち家J・「公営の借家J・r公開・公社の借家 1・

r J('ì:\"I:\'~(I. r給ワ fJ:'包J のおについて.そのfU，'1にfl:ん

でいた世帯Hiの合計とその世僚が使用していたすべての肘

ft夜の伐数を調べた。

世帯の収入

i吐*全貝の 11ド聞の収入 0:見込み額)をいう。

収入には.給料・賃金のほか.ボーナス・残業手当など

の臨時収入.内職や話11業による収入.年金・恩給などの給

付金.配当金・干IJJ-・家賃・地代なと・の財産収入.その他

f!:jきり金などを含む。なお，相続・贈与や退職金などの経

常的でなL、収入は含めなL、。

また， n'M・1lの均frは.売上げ夜iではなく仕入tl高. ，.原

付事HY.人f'HYなどの必要絵TYを悲し引いた営業別益を調

べたの

家賃・間代

rnち家」以外の持活世滑について.最近支払った 1か

Jl分の家n又:.:1Ull代を調ぺた。

この「家tl・""代;1こは.教金・機利金・礼金や電気料・

ガス代・水道料・電話料・ i荷主，1".外燈の料金などの分m
~"?:， W.f1I\'{'i・ JI<~~nは含まな L 、。

居住室の使用状況

食事する2:で舵寝するか否かの~IJ

ふだんどの場所で食事をしているかを次の区分により調

べた。

ふだん就寝iこも使用している居住家

ふだん就寝に使用していない騒住宅

その他(院H:索以外の場所。外食の場合を含む)

また，同肘Ut脅?のf!a{;-.1也の仰H告が1がnしている実で食

*をしているときは『その他J とした。

ふだん食事をしている居住宅(場所)について.上記の

とおり[乏分して調べたが.次のとおり集約してあるe

集計項目 調f.i:項目

食事する吉区で就寝する一一ふだん就寝にも{即日して

いるliiH主:長
食*するヰiて悦絡しな川、一「ふだん船三iこ{定mして

| いない絞住塗

」その他(外食の場合を

含む。)

分鰻tt寝をしているか苔かの買1)

『分湾住就ねをしているJ と1.:1， r枕ねにN!IIJしている'，'}fj・

後放J が. J::It'llの*ll t'.tと J.:: q，，，ll'}，~~の 6':'lU'll'.の 111:.:1;: l! .;) {~ 

~r よりも大き pt易合をいう。

世帯の型

普通世帯を.そのi削!fHCl)年前2. たItdlの車I!t!立に w-)，:..

次のとおり!五分したの

(1)65恥未満の駅身

(2)65歳以上の単身

(3)夫舗のみ

(4)たlt，jIと 6，~\; ti~~のお" 1 1，;It"i!'l ~ト(7) 11I:';I;:!{ カ・ 2 へJ'J. I

(5)夫耐と 6-17，えのお わ、る J~}ú，(;t. .:rl，毛布1勺 :rilt;ìによ

(6)夫婦と 18歳以上の~ Jって区分した。ただし. (7)に

区分するものを I~， <。

(7)夫婦と 18歳未満及び65議以上の者

(8)その他

なお.(3)-(7)については.夫婦の剥1数が 1縦のiU脅?とし.

2車n以上の場合はすべてf(8)その他J とした。

居住水準

居住水準とは. 各世帯干が良好な生活を営むために必要と

される鴎住室の広さについての J，~散である。

続H，水t帯、については.次のとおリ段低投ひべJi.均の 2H(~!i

を設定し.それぞれの水準ごとに.家狭憐1友に応t必要と

される尉f:l:ヰその1五き(jま数)を鈴qJ¥した。

最低居住水準

(1)寝不{ま次の条fl?-満たすものとする。

ア.夫婦のJ~c\ì.:の潟三i (6公)を確保する。ただし

i前5歳以下の子供(就学的児竜J_.人までは同

窓も百Jとする。

イ. j苅 6 歳以上m災以ドの(-1J~ (小'手生から高校'1:

まで)については.夫婦と別の泌本(j~ Ii;Jの場

合6主主. 側ヰ1のf易合 4.5畏::l をE童保ーする司 ただ

し 1繁二人までとし. ì.:4 12i議以上の ru~ i '1' 
学生以上)については性別就寝とする合

ウ. j尚 18~量以上の誇については似宗 (4.5交 1 を砿似

する。

エ.経系の規悦1;1. i:寝不lO'l!/jメートル(6炎l.

話IJねヰミ 7.5'1'Jj /ーートル(4.s-r'::1とする

(2)食事去は次の条nをi前たすものと寸る司

ア.食事のための場所を.食J許可{兼台所として係保

するのただし中身初・僚については台所の人と

する。

イ.食事宅の規tqli.m:，常人111こ応じ. 2 -4人世

帯の場合は 7.5・;.J!.)j・メートル(4.5ofい.5人11.1:
の恢11r;の場合は]0;1'Ij Iートル (6':'::) .~ 'f'るr



平均居住水準

(1)寝宅Ii次の条例こを満たすもめとする。

ア.大j.，ffの独立のね本 (81'U を峨保する。ただし.

i的3歳以下の 'f供(乳幼児)一人までは問窓も

可とする。

イ.i筒4歳以上14歳以下の F供(幼f1tl者l児から'1"、戸

生まで)については夫婦と別のね宅(共同の場

合6畳.例:奈の場合4.5.mを確保する。ただし

l ~二人までとし i的 12歳以上.の子供(中宇生

以上)については性別IJ~t.l:l と ・する。

ウ.i節目歳以上の者 f高校生以上)については例ネ

(4.5位)を服保する。

エ.寝宅の規絞は.主寝苦U3Sll方メートル (8.;引.
副寝室10平方メートル(6畳)又は 7.5平方メ

ートル (4.5畳)とする。

(2)食 ;~宅及び台所li次の条件を満たすものとする。

ア.食事案及び台所を確保する。ただし.単身!駅幣

については食事京兼台所(4.5畳)を確保する。

イ.食事室の規模は，世俗人貝に応じ. 2 -3人世

イ!?の場合は 5;ド幻メート JI.- (H・n.4 -5人iせ

mの場合は 7.5'1ι)j〆ートル(4.51を).6人以上

11l_:':ifの地hlil0;F)jメートル(6:l・1:)とする。

ウ fìF，庁の~Ii悦は. 11吐.:g・人Hに'.i:.;じ. 2 -5人悩:帯

の場合は 5ヰFガメートル(3慢し 6人以上世帯?

の場合li7.5千万メ ー トル(4.5・rf)とする。

(3)肘!日lは:大の条{'Iーをi持たすものとする。

ア. 2人以 1:.の|世帯については.間1I11を確保する。

イ. '，'}lIl1の縦般は. !lHW人民に応じ 2人世m=の場

{?は10'1')jメートル (6'IH3人i険併の場合は

13"1正万メートル(8'~干 l. 4人以上のlI1:脅?の場合

は 16.5 ・ド }j メート J~ (10n) とする。

な j-;. 往設'(1の第三lUlI主七建設 li附年~h前j (昭F日51tド3

}j l ては①Ji~ 住本(ね乳食事本等).②設j~ü (便所.洗面

，i，庁空干し③0:宅の環埼.④t1t¥常人[刊IJlj:宅縦十英(実情1丸居

住家ifuHi. {主 rÎ '事)fj i~ifit (j::主総:涌ih')の4つの)が1'1で最

{I~・ ;I't~)活性水準3 を設定しているが.このi狗ff.では.この

うち①居住弘④l吐俳人 ll~IJlj:宅況肢の腐{主お ilii fì'í (畳数)

の 2 つの)~i換を用いた。

〈都市計画の地域区分〉

都市計画による地成区分を )I~に.調を|玄を次のとおり区

分した。な払 一つの調布I乏が二つ以上の区分にまたがっ

ている場合は.1i-号のIJ、きい )jの|ま分とした。

A都rliiil耐区域

1 11j街化区域

1工業区.減

(1)工業A区成

①工業専問地域

②工業専用地域とその他

③工業池波

④工業地域とその他

(2)工業B区域

⑤準工業地減

⑥激工業地妓とその他

2商業区域

i1)商業A区域

⑦商業地域

⑥商業J也f或とその他

(2摘業 BI~域

@i5:隙商業j也成

⑩i5:時1句集地I戎とその他

31I'，r.耳1'><:域

(l)rì:l~} A rî(~ 

⑪0，崎地成

⑫Itlr;t也践とその他

(2)1t斡B区成

⑬ヨl2f.'RIi，府専用地Iを

⑪第 2H.rt間専用地成とその他

⑬第 1附1i:1持惇IfJt也成
Il ilï街化調~~IH~

1IIi1i街 1ヒ l~J歳未設定の反域

B郎市計illljli{域以外のI王1戎

なお.符仰の|功火iま域とは. I:}j火地域及び散防火地践を

L、7。

〈利用率〉

建築面積の敷地面積に対する割合

敷地耐械に対する住宅の 1際部分の床面績の常'Jfrを百分

率で表示した。

延べ面積の敷地面積に対する割合

敷地iii続に対する f主宅の延べ ilíi織の'，'I'J合を円分wで友Il~

した。

居住室の広さの延べ面積に対する割合

延べl副賞に付する居住宅の!よさ(2殺を 3.3平万メート

ルに換算)の割合を百分率で表示した。

， 
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第 1 部解説と図表
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! 日野市の住宅数と空き家

1. 日野市の住宅数は 4万 5，100戸

昭和53年住宅統計調査の結果によれば、日野市の住宅数は 4万5，100

戸、住宅以外で人が居住する建物数は 300戸であった(付表 1)。

住宅数のうち、居住世帯のあるものが 4万 1，200戸、ないものが3，900

戸となっている。また居住世帯のある住宅のうち、同居世帯があるもの、

つまり 2世帯以上が居住している住宅は 600戸である。居住世帯のない

住宅のうちでは、空き家が最も多くて 3，000戸を数え、次いで一時現在

者のみが 500戸、建築中が 400戸と続く。空き家の 3，000戸が目立つが、

これらのほとんどは後に見るように借家であると考えられる。

2. 1.3 %が 2世帯以上の住宅

居住世帯の有無による住宅数の割合いを、他市と比較すると図表 1の

ようになる。これで見ると、東京都が他よりやや低く、多摩市がやや高

いが、特に大きな差は見られない。

次に 2世帯以上が住んでいる住宅の割合いを図表 1- 1で見ると、日

野市は1.3 <foで八王子、立川、昭島、多摩の各市よりかなり高いことが

わかる。

3. 空き家住宅の増加

図表 1-2は、住宅総数に対する空き家の割合いを示したものである

が、日野市の空き家率は、 6. 7 <foで、他市とくらべて大差がなし、。だが、

日野市内の住宅 100戸のうち 7戸近くが空き家であり、実数にして 3，000

戸に及ぶことを知ったら、たいていの人が驚くのではなかろうか。

全国的に見ても、空き家率は調査のたびごとに上昇を続けてきた。昭

和33年調査で全国の空き家率は 20<fo、38年2.5婦、 43年4.0婦、 48年5.5係。

そ して 53年調査では 7.6<fo、実数にして 267万 9，200戸を記録するに至

った。この数字は、東京都の 8.1<foよりは低いが、日野市の 6.7係を上

まわっている。

付表 1からもわかるように、空き家を含めて居住世帯なしの住宅が存

在するのは、世帯数よりも住宅数が多し、からである。日野市の場合、同

居している世帯を含めても、世帯総数は 41，800であるのに対して、住宅

数は 45，100を数えている。すると、住宅難は解決されたのであろうかの

結論からいえば、住宅難は解決されているとはいいがたい。というの

は、こんにち見られる空き家数の増大は、人口移動に対応していると考

えられるからである。事実、全国的に見ても、人口移動が激しい地域ほ

ど空き家率が高し、。つまり、たえず転出入をくり返す移動人口のために、

一定程度の空き家がし、つも存在することになっていると思われるのであ

る。ちなみに日野市の場合、昭和54年の 1年間に I万 2，894人が転入、 1

万 2，572人が転出したO こうした激しい人口移動を可能にする要件のひと

つは、明らかに一定程度の空き家住宅の存在であろう。

4. 住宅難は解決していない

空き家住宅の増大に関して、もうひとつ指摘すべきは、居住不能の状

態にある「危険または修理不能」とされる住宅や「大修理を要する J住

宅も、 I戸として数えられる調査方法の問題がある。これでいくと、腐

朽の度合いがいちじるしい住宅が多い地域ほど空き家率が高まることに

なる。さきに示したように、日野市の空き家率が全国平均より低いのは、

主として市街化が新しいこと、つまり住宅の腐朽があまり進んでいない

ことによると思われる。

いずれにせよ空き家率の上昇が住宅難の解決によるものでないことは、

以上のことから明らかだといって良いだろう。移動人口のための空き家

にせよ、住宅腐朽の結果による空き家にせよ、住宅難を示す以外の何者

でもないからである。
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図表 1-2 
空き家住宅の割合い

図表 1-1 2世帯以上が住
んで，，る住宅の割合い

居住世帯の有無別に見た住宅数の割合い図表 1

日野市|三三:三ふう..・ン γん.:.: ，~.久..... .・ぷ・:三'..::'/~\7~羽

位J八王子市0.8 八王子市

日j立川市0.8 立川市

包]府中市1.4 府中市

組j

日
包J多摩市多摩市

住宅と住宅以外の建物別 住宅・建物数

総 数 45，100 

居 総 数 41，200 

住 住

世 同居世帯
40，600 

帯 な し

あ
同居世帯

り あ り 600 

~ 

総 数 3，900 
居

住 一時現在
500 

世 者 の み
数

毛時金十' 

な ニq工bニ き 家 3，000 

し

建 築 中 400 

物住数宅以外で人が居住する建
300i 

日野市の住宅数付表 1
各市の住宅数

多

摩

市

国

立

市

昭

島

市

府

中
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川

市

八
王
子
市
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包」東京都

呂 野 市 fþよ.~. ~. .~.， .>: -_ ... ~乙'-'ι.，:.戸~ご~弓守:..三予::f三.J;:;.三tマで宇ι j汁1.3%

1.5 

昭島市

国立市

59，000 
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図表 1-3 
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1.7 
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国立市
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E 建築時期別と構造男IJに見た住宅

1. 4割近 くが 36年-45年に建築された

図表 2では建築時期別に住宅数の割合いを見たものである。日野市の

場合、昭和 36年--45年の 10年間に建築された住宅が最も多く、全体

の 39.3婚をしめ、実数に して 1万 6，300戸を数える(年平均 1，600戸。

付表 1)。次いで 46年--50年の 29.4係、実数で 1万 2，100戸である

が、これは 5年間の数字なので、年平均では 2，420戸の建築ということ

になり、 36年--45年の時期にくらべてかなり多し、。また 51年--53年

9月までは 14.6係で 6，000戸となっているが、これは終戦--35年まで

の 15年間の全建築戸数より多い数字だ。ここで見る限り、近年に至って

も住宅建築のテンポは衰えていないと い って良いだろう。

このように現在の日野市の住宅は、その圧倒的多数(83.3 % )が、高

度成長期以後に建築されたものであるが、この点は隣接各市とあまり変

らなし、。もちろん多摩市の例に端的に見られるように、それぞれの時期

の建築状況には、かなりのパラツキがあるが。(住宅の建築状況は、当

然のこととして人口や宅地面積の増減、あるいは土地価格などと深い関

係をもっ。この点については第 3部を参照。)

2. 3分の 1強が非木造住宅

日野市の住宅のうち、 2万 7，000戸が木造、 1万 4，200戸が非木造で

ある。その割合いを他市と比較したのが図表 2-1であるが、これで見

ると日野市は非木造の割合いが、比較的高いことがわかる。

まず日野市より非木造の割合いが高い ところを見ると、多摩市と立川

市がある。このうち多摩市については、 多摩ニュータウン構想、に基づい

てつくられた市街地であり、特殊な事情の下にある。また立川市は広い

商業地域をもっている点で日野市とはかなり状況が異なる。これに対し

て日野市は、大企業の工場がいくつも存在することによる地域経済の特

徴をもつが、非木造の大半は公営、公団、公社などの公共団地住宅(公

-12-

共分譲含む)であり、高度成長期におけるベッドタウン化の進行と共に

急増してきたものである。

3. 非木造はすべて戦後に建築

図表 2-2によって、構造別に建築時期を見ると、木造住宅の うち終

戦前からのものは 3.3婦にすぎず、 35年までを合わせても 13.9婦でし

かない。つまり日野市内の木造住宅の約 85婦が、昭和 36年以後に建築

されたものということになる。このうち 36年--45年の 10年間に約40

婦、 46年--53年の 8年聞に約 45婦が建築された。このように木造住

宅は、むしろ近年の方が高い率で増加しているという特徴をもっ。これ

は図表 1に示された全住宅の建築時期別状況と重なり合っている。

非木造住宅を見ると、終戦前に建築されたものはゼロで、すべて戦後

である。ここで注目されるのは、日野市の場合、他市にくらべて、終戦

前--35年の間に建築された非木造住宅の割合いが高いことである。これ

は昭和 33年に入居を開始した多摩平の公団住宅(総数 2，792戸)の建

設によるものである。

その後は木造住宅と同じく、高度成長期に急速な増加を見せる。まず

昭和 36年--45年には 38.0%で実数 5，400戸、年平均 540戸の割合い。

次いで 46年--50年には 29.6婦で 4，200戸、年平均 840戸とピークを

えがく。 51年以後の 2年 9カ月の聞は 12.0係、実数にして 1，700戸で

年平均 618戸。 46年--50年の関にくらべるとテンポはやや落ちるが、

36年 --45年の時期よりは建築戸数が多い。

4. 建替え時期との関係

住宅は一定の年月がたてば、建て替えなければならなし、。木造ならば

30年ぐらいだとされてきたが 、いわゆる建売住宅はもっと早いといわれ

ている。従って近い将来、日野市で建替えを必要とする住宅がふえてく

ると考えられるのである。
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図表 2-1 住宅の構造別割合い図表 2 建築の時期別に見た住宅数の割合い

く 36年--45年>く46年--50年>く51年--53年 9月>

;子:土川ど三川:三:三E.l3冷3吟:þじ~三三三.:....:....:..:三日山;三U日;ジ三;ど..... ... .: :ジ~υ三小山.ぺ勺:0:::.アた~久...:悶
「木浩 「非木造

日野市| ' 655% iiGMj5%21 

東 京 都 | 72.6 Eぷ ~i.. {':ョ

八王子市 1 79.4 rr:'.お61

立 川 市 | 63.2 I去三三河:。;::主主|

府 中 市 | ぉ.8 I~Jl7. >J 

昭島市 1 727 I2;:17151 

国 立 市 | 印 1 I三三:旬以日l

多摩市| 36.3 r->~::: :'.:-;:三三:631仏:::>.:.:';:)il
付表2 日野市の建築時期別・構造別

に見た住宅数
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図表2-2 構造別・建築の時期別に見た住宅数の割合い

く 36年--45年>

r.::::::.:，::，，':~::.]非木造

<51年--53年 9月>
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皿居住室の数と広さ

1. 1住宅当り居住室は 3.74室

1住宅 ・1世帯当りの居住室の広さを見るために 、世帯当り人員を示

しておく。図表 3にあるよ うに、日野市の世帯当り人員は 3.18人である。

本書第 3部の参考表 6に、住民基本台帳人口による 1世帯当り人員をか

かげたが、そこでは 53年、 54年の人員は 3.0人と記録されており 、住

宅統計調査の結果より少し、。これは住民基本台帳が学生寮などを 1室ご

とに 1世帯と数えるのに対し、住宅統計調査では寮全体を 1世帯と数え

るためである。

図表 3-1は 1住宅当りの居住室数を示すが、日野市は 3.74室である。

図表 3と重ね合わせると、 1世帯当り人員と 1住宅当り居住室数とは深

い関係にあることがわかる。

2. 1住宅当り畳数は 21.77畳

図表 3-2は、 1住宅当りの居住室の畳数をあらわす。当然のことな

がら居住室数と平行な関係にあるわけだが、日野市の 1住宅当り畳数は、

21.77畳である。

図表 3-1、図表 3-2を見て気付くことのひとつは、居住室の広さ

で見る限り、日野市の住宅は比較的高いレベルにあるということだ 。こ

れは次の 1人当り畳数でもっとはっきりする。

3. 1人当り畳数は 6.75畳

図表 3-3は、居住室の 1人当り畳数をあらわす。外側の円周は日野

市のレベルを示しているが、日野市より高いレベルにあるのは八王子市

だけである。それ以外は東京都も含めて、いずれも日野市よりレベルが

低い。

4. 1室当り人員は 0.86人

図表 3-4は、 1室当り人員を示す。 1室当りの人員が少い方が 、住

宅のレベルは高し、。これも外側の円周が日野市の水準をあらわしている。
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これ も一見してわかるように、日野市は他市にくらべて 1室当り人員の

少い方であ る。 日野市 より高い レベルにあるのは、畳数と同じく八王子

市で 1室当り 0.85人。また国立市は日野市と同レベルで 1室当り 0.86

人 となっている。

5. 居住室の数 広さと世帯人員

ここに示した図表を一面的に理解されないように、世帯人員と住宅規

模との関係を、別の角度から見ておくことにしたい。

第 1は図表 3-1、図表 3-2の関係に見られるような、世帯人員と

住宅規模そのものの関係である。全体的には、世帯人員が多ければ居住

室数や広さが大きくなるが、現実はそんなに単純ではない。たとえば昭

島市の場合、他市とくらべて世帯人員の割には居住室数も 1住宅当り畳

数も小さし、。実は(後に図表 9が明らかにすることだが)昭島市は持家

率が低く、借家に住んでいる人の割合いが多いまちなのである。一般的

に借家のほうが持家より低いレベルにあるため、こうした現象があらわ

れるのである。

第 2は、図表 3-3、図表 3-4に見られる関係である。 1人当りや

1室当りに換算して住宅規模を見るやり方は、便利で説得力もあるが、

問題もある。たとえば、単身者世帯をとってみると、最近では 1D K ( 

6畳十 4.5畳の DK )のタイプがふえている。この場合、居住室は DK

から 3畳分を取り除いた 7.5畳と計算される。だから単身者世帯の比率

が高い地域では、 1人当り畳数の平均値が高い傾向をもっ。 1室当りの

人員を見る場合でも似た問題が生じる。単身者で 1D K ( 6畳十 4.5畳)

の場合、居住室は 2室と数えられるので、 1室当りの人員は 0.5人とい

うことになり、高水準を記録することになる σ

世帯人員別に住宅規模を示すことができれば、この問題を解決できる

のだが、国の集計結果公表では、市町村レベルでの世帯人員別データが

ないために、数字を示すことができない。



図表 3 1世帯当り人員〈人 〉

日野市 • : : • • '. •••• '. .:.:.:. '. ~'， ' . ・ 18 :_':-'I% 日 ..j~ 1 .~ . ':.>:1 

東京都口! 2.88 

八王子市口l 3.38 

立川市口 3.19 

府中市口 3.12 

昭島市日 3.20 

国立市日 2.83 

多摩市日 3.37 

図表 3-3 1人当り畳数

日野市16.75畳

国立市

府中市

図表 3-1 1住宅当り居住
室数〈室〉

日野市日l 三i:~~ 74:::1% 

東京都口巨~

八王子市口i 日U

図表 3-2 1住宅当り畳数〈畳〉

日野市 日| 日三-J:::;:j;j;:三;-;.

東京都口l 18.97 

八王子市口l 23.30 

立川市口 3・58I 立川市ロl

府中市口 !

昭 島 市口|

国立市口!

多摩市口i

20.11 

府中市口Lー笠討

昭島市口| 3・47I 

国立市口区亙

多摩市口l

八王子市

6.84 

3.90 

図表 3-4 1室当り人員

日野市
0.86人

0.88 
府中市

-15ー

八王子市

0.85 

20.77 

19.64 

19.17 

22.29 

付表 3
世帯当りで見る日野市の住宅

1世帯当り人員 3. 1 8人

1住宅当り居住室数 3.74人

1住宅当り畳数 21 .77畳

1人当り畳数 6.75畳

1室当り人員 0.86人



IV 床面積別に見た住宅

1. 延べ面積別住宅数

床面積の大きさも、住宅水準を示す最も重要な資料である。図表 4は、

延べ床面積を 6段階に区分し、それぞれの住宅数の割合いをあらわした

ものである。

30 m
2
未満の区分では、東京都の 34.0%が特に高く、国立市の 30.4%

がそれに続いている。これは図表 3で見たように、東京都と国立市の世

帯人員が、他より特に低いこと、つまり単身者世帯を含む少人数世帯が

多いことを反映していると思われる。 r日野市は 18.2婦で実数にして 7，500

戸である。

30-49 m
2
の区分では、昭島市の 42.2%がとびぬけて高い比率だが、

これは皿で記したように借家率が高いため、このランクに住宅数が集中

していると考えられる。これに対して日野市は 28.4婦で実数 1万1，700

戸。昭島市よりずっと低い比率だが、全体にしめる比率が最も高い点は

同じである。また 30m
2
未満と 30-49m

2
というと坪数で 15坪未満の床

面積しかもたないということになる。

50-69m
2
のランクでは、日野市は 21.6%で実数 8，900戸。他市と

くらべて比較的多い比率だ。 69m
2
は約 20坪だから、床面積 20坪以下

の住宅の比率は 68.2婦、 2万8，100戸ということになる。

70 -99 m
2
のランクを見ると、八王子市の比率が最も高く、続いて日

野市の 18.7婦である。また 100-149 m2
のランクでも、八王子市に次

いで日野市の比率が高く 10.7婦である。

150m
2
以上のランクでは東京都が最も高い数字を示す。日野市は比較

的低い比率で 2.2婦となっている。

70 m
2
は約 21坪だが、これ以上のランクの日野市の住宅数を合計する

と1万 3，000戸、比率では 31.6婦と約 3分の 1をしめる。同じランク

で東京都が 25.8% (約 4分の 1)であることを考えると、 日野市の住

宅レベルは、比較的高いということになる。また八王子市は 40.1婦で日

野市よりさらに高い比率だが、これは後に見る持家率の高いことの反映

である。

ここで他と大きく異る構成比をもっ多摩市についてふれよう。多摩市

はよく知られるように、借家、持家とも公共的住宅がきわめて多いが、

床面積別の構成比を見ると、 50-69m
2

( 約 15-20坪)が最も多く、

34.7%をしめている。これはだいたい 3DKから 3LDKの住宅規模の

床面積である。また 30-49m
2のランクには 2DKの規模が多いと見ら

れるが、多摩市の場合、 27.8%がこれである。このふたつのランクを合

わせると 62.5%。つまり多摩市の公共的住宅の多くが、 2DK-3LD

Kの規模であることを、これらの数字が示しているのである。

2. 1住宅当り延べ面積

次にすべての住宅を平均した 1住宅当り延べ床面積を見る。図表 4-

1がそれであるが、これで見ると、八王子市が最も大きく、 1住宅当り

66.4 m2
である。これは先にも記したように持家率が高いことによるもの

と思われる。また多摩市が 62.6m
2
で比較的高い数字を記録している。岡

市の場合、持家率はむしろ低い方に属するが、一定レベルを確保した公

共的な借家が多いので、こうした結果を生んでいるものだろう。また合

わせて思いおこしておきたいのは、図表 3で見たように、多摩市の世帯

当り人員が他とくらべて多いことである。

日野市の 1住宅当り延べ床面積は 60.0m
2 
。坪数になおすと約 18坪と

いうことになる。ちなみに世帯人員 1人当りの床面積は、日野市 18.9

171?に対し、八王子市 19.6m
2
、多摩市 18.6m

2
である。
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1住宅当り延べ面積図表 4-1延べ面積別住宅数の割合い図表 4
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V 設備状況別に見た住宅

1. 炊事用流し専用の住宅数

単身者用のアパートなどで、炊事用の流しが共用のところがあるが、

図表 5は流し専用の住宅数の割合いを示したものである。日野市の場合

98.5 %、実数 4万 600戸が流し専用の住宅である。図表でわかるよう

に最も低い東京都が 97.0婦であり、こんにちでは大半の住宅が流し専用

となっていることがわかる。

2. 水道使用の住宅数

上水道を使用している住宅数の割合いを示したものが、図表 5-1で

ある。これでみると日野市では 99.3% ( 4万 900戸)の住宅が、上水

道を使用していることになる。日野市以外では八王子市が特に水道使用

率が低いほかは、どの地域でもほぼ全数に近い住宅が水道を使用してい

る。

3. 便所が水洗の住宅数

便所が水洗かどうかも、住宅レベルを見る上で大きし、。図表 5-2で

水洗化率を見ると、日野市の 67.0婦(2万 7，600戸)の住宅が水洗便

所を使用している。この数字は他地域とくらべて高くない。

ここで注意をしておきたいのは、水洗化イコール公共下水道ではない、

ということである。つまり家庭用浄化槽の普及と団地の共同浄化施設と

によって、公共下水道によらない水洗化が進んできたからである。日野

市の清掃課の資料によって、家庭用浄化槽と共同浄化施設の使用人口の

割合いを見ると、昭和 45年度末 17.5婦、 50年度 30.3婦、 53年度

53.7 %と急速に上昇、半数をこえている。

公共下水道と家庭用浄化槽や共同浄化施設とをくらべると、同じ水洗

便所でもレベルの差はきわめて大きい。一般の家庭用浄化槽では、 BOD

値 90Ppn程度までの浄化能力しかなく、通常では 100ppn以上の汚水をじ

かに側溝や用水路に放流している(公共下水道は 20ppn以下と法律で定め

られている)。そのため住宅のまわりに悪臭が発生するなど、住環境を

そこない、河川汚濁の原因ともなる。だから便所が水洗化されたといっ

ても、それによって一様に住宅の水準があがったとは言いがたいのであ

る。

4. 浴室のある住宅数

図表 5-3は浴室のある住宅数の割合いを示す。これで見ると日野市

の 9O. 3 % ( 3万 7，200戸)の住宅に浴室が備えられていることがわか

る。他市との比較で見ると、日野市は浴室のある住宅の割合いが高い方

だ。東京都が 64.7%と低いが、これは全体として単身者住宅の比率が高

いことの反映だろう。国立市も似たような事情にあると思われる。

ところで、持家の場合は、ほぼ全数が浴室をもっていると考えて良い

だろう。日野市の持家率は 46.1婦だから、浴室のある住宅の率 90.3 係

からこれを差引くと、残りの 44.2婦は借家で浴室のある住宅ということに

なる。これは借家のうちの 82.0%に浴室があることを意味している。借

家としては高い率だ。これは後に見るように、日野市の場合、全借家の

34.2%が公共的な性格をもっ借家であり、浴室を備えている。また 10.9

婦が給与住宅で、これも大半は浴室を備えていると思われる。この両者

を合わせると 45.3婦になるが、借家にしめる公共的住宅と給与住宅の比

率としては高いほうである。これが、日野市における浴室のある住宅数

の比率が高い原因である。

この点、公共的借家がきわめて多い多摩市において、浴室のある住宅

が全体の 93.1係をしめているのも同様の理-由によるものだろう。
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図表5-2

日野市 iU三

便所が水洗の住宅数の割合い水道使用の住宅数の割合い

日 野 市 囚ij"""'三三正;三三没.'."♂"三三三;三三"三ミ三三"三三己主三"三ど:三:i:，\:';，:，三=三"亡"二ご"と"や':;'0"土ιぶι;と三正辺~:('::，'~三;.:了":'.~ω(~ 

図表 5-1炊事用流し専用の住宅数の割合い

日野市臼I日</~::."':.:~::.: .:，_;・:.:::".:， :，: :'.:: ::.:. ::-::，:':. :sii~ ，5匁i
図表 5

担 j東京都|笠リ東京都日担j東京都口l

50.21 八王子市|八王子市口| 93.01 止オ八王子市口l

76.61 立川市i担 j立川市日E当立川市口l

出 j府中市|笠当府中市日笠討府中市口!

正d昭島市l止d昭島市日坐封昭島市口l

自 j市立国笠d国立市口坐り国立市口l

笠d多摩市i些討多摩市口l担 l多摩市口l

設 備 状 況 別 住宅数

炊事用 専 用 40，600 

流し
共 用 400 

水 道 40，900 
給水設備

水道ではない 200 

水 洗 27，600 
便 所

水洗ではない 13，500 
， 

あ り 37，200 
川、'，'コ、 室

な し 3，900 

設備状況別に見た日野市の住宅付表 5浴室がある住宅数の割合い図表 5-3
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羽 田照時間別に見た住宅

1. 日照時間別に見た住宅

都市の過密化にともなって、日照時間と住宅の関係は、最もきびしい

問題のひとつとなった。図表 6は、日照時間別に見た住宅数の分布を示

したものであるが、やはり現状のきびしさを反映していると言って良い。

まず東京都全体について見ると、 20.1%が日照時間3時間未満であり、そ

のうち 6.2%は 1時間にも満たなし、。 また 5時間以上の日照時間の住宅が

53.0婦と約半数しかないのも、 3---5時間の住宅が 25.9%'(約 4分の

1 )というのも、いずれもきわめてきびしい住宅事情を示すものである。

このように図表 6では、グラフの線が長ければ長いほど日照時間をめ

ぐる住宅事情が良いことを示し、短ければその反対である。この見方で

全体を見ると、まず多摩市の水準が最も高いことがわかる。公共的住宅

のしめる比率がきわめて大きいことの反映だろう。次いで八王子市、国

立市、日野市と並ぶが、府中市、立川市が他より低いことが目立つ。こ

れは両市が建物密度の高い商業地域をもっていることの反映であろう。

日野市は、日照時間 1時間未満が1.5係(600戸)、 1---3時間未満

が 6.1労(2，500戸)あり、きびしい住宅事情をもっ世帯の存在を示し

ている。両者を合わせると 3，100戸だが、世帯人員を 3人とすると、

9，300人が日照時間 3時間未満の住宅に住み、うち 1，800人は 1時間未

満の家に住んでいることになるわけだ。また 3--5時間未満は 22.1係

( 9，1 00戸)と 2割をこえているが、平均して 4時間の日照時間という

のは、いかにも少し、と言って良いだろう。

2. 日照 1時間未満の理由

日照時間 1時間未満の住宅について、理-由別に住宅数の割合いを見る

と、図表 6-1のようになる。これで見ると各市とも最も大きい理由は

「周囲の建物の接近Jであり、住宅過密が第 1の理-由とされている。次

いで、「北向きの居住室だけ」が多いが、単身者アパートなどの実態を示
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しているものといえよう。

日野市の場合「北向きの居住室だけJというのは 16.7婦(100戸 )

であるが、他よりは少し、。また「周囲の建築物が接近Jというのは50.0

需 (300戸)と半分をしめる。この点、過密な商業地域をもっ東京都、

立川市、府中市、昭島市などで比率が高いのは当然といえよう。八王子

市の場合にも商業地域はあるが、市全体の住宅密度が低いために、 42.1

係にとどまっているのである。また日野市では「その他」の理-由による

ものが 16. 7係(100戸)を数えるが、これは段丘地などの開発による

立地条件が原因と思われる。

3. 日照 1-3時間未満の理由

図表 6-2によって、日照 1........ 3時間未満の住宅の理-由を見ょう。こ

こでも、第 1の原因に「周囲の建築物の接近Jがあげられており、次い

で「その他J、 「北向きの居住室だけ」、 「近くに高層建築物Jと続く。

まず「周囲の建築物が接近Jという理由では、日野市は 56.0%( 1，400 

戸)がこれである。この数字は多摩市を除く各市より低いが、日野市に

おいて住宅過密が進んでいることも反映していると思われる。次に大き

いのが「その他」の理由だが、日野市は 24.0婦(600戸)と比率が高い。

これは前記したように、自然地理的立地条件によるものが多いと思われ

る。「北向きの居住室だけ」は 12.0%( 300戸)であるが、これも前記

同様、単身者用民間アパートなどが該当すると考えられる。 I近くに高

層建築物」という理由も 12.0婦(300戸)をしめるが、この数字は他

市と大差ないものである。

" 



付表6 日照時間・日当りの良く
ない理由別の日野市の住宅数

日照時間別 住宅数

日
総 数 41，200 
1時間未満 600 

員電 1 '"- 3 "" 2，500 
時
問 3 '"- 5 今 9，100 

5時 間 以 上 29，000 
北向きの居住室だ
けだから

近く iこ晶層建築物 。
があるから
周囲の建築物が接 300 
近しているから
その他 100 
北向きの居住室だ 300 
けだから

近くに高層建築物 300 
があるから
周囲の建築物が接 1，400 
近しているから
そ の イ也 600 

日照時間別に見た住宅数の割合い図表 6
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図表 6-2 日照時間 1--3時間未満の住宅の日当りの良くない原因の割合い
a.北向きの居住室却すた泊注ら c.周囲の建築物か接近しているから
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四居住水準別に見た住宅

1. 最低居住水準以上の住宅数

居住水準には最低と平均の 2通りがあるが、基準は「用語の解説Jを

参照されたい。

まず最低居住水準について見ょう。図表 7は最低居住水準以上の住宅

に住む主世帯数の割合いを示す。これで見ると日野市は 82.3弥(3万

3，900戸)が、最低居住水準以上の住宅に住んでいることになる。他市

との比較では、レベルの高い方に属していると言って良いだろう。また

多摩市の比率が他より高いが、これは、最近つくられている公共的住宅

が最低居住水準を確保するように計画され建設されているからである。

2. 平均居住水準以上の住宅数

平均居住水準は最低居住水準にくらべて、かなりレベルが高いので、

水準以上の住宅数の割合いはぐっと落ちる。日野市は 31.1領(1万2，800

戸)の比率で、八王子市の 31.8婦よりは低いが、他よりはかなり高いレ

ベルである。これに対して、東京都、立川市、昭島市のレベルの低いこ

とが目立っている。多摩市の場合は、公共的住宅が最低水準を確保する

ことを主眼としていることを反映、平均水準以上の住宅数は特に高い比

率ではない。それにしても、日野市内の住宅のうち、平均居住水準以上

のものが 3分の 1にも満たないという点は、しっかり見すえておく必要

があろう。

3. 持家の居住水準

図表 7-2は、持家の居住水準を示す。日野市の場合、最低居住水準

以上が 95.3%( 1万8，100戸)、平均居住水準以上が 52.1% (9，900戸)

となっている。最低・平均ともに国立市に次いで高い比率だ。また最低

居住水準においては東京都が最も低く、日野市と 6.8%の差がある。平

均水準では昭島市の比率が低く、日野市との差は 10.7婦も開いている。
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4. 借家の居住水準

図表 7-3は借家の居住水準をあらわす。一見してわかるように、持

家の居住水準よりぐっと低く、特に平均居住水準以上の住宅の比率が低

いことが示されている。

日野市の場合、最低居住水準以上が 71.5%(1万5，800戸)であるが、

これは多摩市、国立市に次いで高い比率である。特に多摩市が高いのは

公共的借家が多いからであろう。また平均居住水準以上の住宅では、日

野市の比率が最も高く、 13.1各(2，900戸)である。

このように持家、借家別に居住水準を見ると、両者の水準の格差が、

きわめて大きいことがわかる。とりわけ平均居住水準以上の借家が、比

率の最も高い日野市でさえ 1割を少しこえているにすぎないと い う点は、

深く考えさせるものを持っている。また借家に比して高いとはいえ、持

家のうち半数近くが平均居住水準以下にあるというのも、直視しなけれ

ばならない現実である。

5. 居住水準と設備状況

図表 7-4は、居住水準とからめて、炊事用流しなどの設備が専用で

浴室のある住宅世帯の比率を見たものである。日野市の場合、最低水準

以上住宅世帯のうちの 89.7%( 3万400戸)が、また平均水準以上住宅

世帯のうち 96.8婦(1万2，400戸)が設備専用で浴室のある住宅に住ん

でいる。他地区との比較では、日野市の率は高いほうだが、東京都と昭

島市の最低水準以上の住宅の率が特に低く、多摩市の率が最低・平均と

もに高いことが目立っている。

， 
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図表 7 最低居住水準以上の住宅に住む
主世帯数の割合

図表 7-1 平均居住水準以上の住
宅に住む主世帯数の割合い

図表 7-2 持家の居住水準以上の住宅に住む主世帯主の割合い
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図表 7-3 借家の居住水準以上の住宅に住む主世

帯の割合い
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図表 7-4 最低居住水準・平均居住水準以上の主
世帯のうち設備専用で室のある世帯数の割合わ
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付表7 居住水準別・持家借家別に
見た日野市の主世帯数

居住水準別 総数 持家 借家 1

数 41，200 19，000 22，100 

水準以上の世帯 33，900 18，100 15，800 

浴うち室設備あ専用り 30，400 18，000 12，400 

水準未満の世帯 7，200 800 6，300 

水準以上の世帯 12，800 9，900 2，900 

浴うち室設備あ専用り 12，400 9，900 2，500 

水準未満の世帯 28，300 9，100 19，200 



四 借家の種類別に見た居住水準

1. 公共的借家の居住水準

借家を所有関係別に大別すると、公営・公団・公社などの公共的借家、

民営借家、社宅などの給与住宅の 3種類に分かれる。それぞれについて

居住水準以上の住宅の比率を調べてみよう。(図表 7-5 ) 

まず公共的借家の居住水準であるが、日野市の場合、最低居住水準以

上の公共的借家は 61.8婦(4，700世帯)、平均居住水準以上の借家は、

9.2領(700世帯)となっている。これで見る限り公共的借家の水準は

高いとはいえない。事実、日野市を含む多くの市でも民営借家の方が水

準以上住宅の比率が高い。これに対して、多摩市の場合は公共的借家の

うち最低居住水準以上の比率が特に高い。(ただし、平均居住水準以上

の比率は他市よりむしろ低い)これは同じ公共的借家であっても、近年

において計画・建設されたものの方が、水準が高いという事情を反映し

たものである。もともとこの住宅統計調査で用いている最低居住水準、

平均居住水準という考え方は、昭和 51年 3月に建設省が設定した「第 3

期住宅建設 5箇年計画」においていわれている基準である。(用語の解

説参照)従って、少くとも昭和51年度以後に建設された公共的住宅に

あっては、最低居住水準以上を確保することを原則としている。そのた

め、多摩市のように、近年に建設された公共的住宅が多いまちでは、最

低水準以上の比率が高いことになるのである。

2. 民営借家の居住水準

日野市の民営借家の居住水準を見ると、最低居住水準以上が 74.3婦

( 9，000世帯)、平均居住水準以上が 15.7婦(1，900世帯)である。こ

の数字は、他市とくらべて高いほうに属する。特に平均居住水準以上の

住宅については、日野市の比率がし、ちばん高い。もっとも高いとはいっ

ても、わずかに 15%ほどではあるが。

3. 給与住宅の居住水準

後に図表 12で見ることだが、 日野市は給与住宅の比率が高いまちであ

る。大企業工場が多いことが反映していると思われる。

借家のうちでは給与住宅の水準は比較的高し、。日野市でも、 2，400世

帯のうち 2，100世帯(87.5 % )が最低水準以上の住宅である。平均水準

では民営借家よりやや比率が落ちるが、それでも公共的な借家より高い

12.5婦という世帯数の比率である。

4. 居住水準と世帯人員

用語の解説で明らかなように、最低水準、平均水準とも、世帯人員と

関わらせた概念である。たとえば最低居住水準では満 6歳---1 7歳の子

供については夫婦と別の寝室を確保することになるが、 1室 2人 までと

いうことにな っているから、該当年齢の子供が 3入居れば 、もう 1室ふ

やさ なければ居住水準以上とはならない。

また平均居住水準でいうと、満 15歳以上の者 1人につき 1個室(4.5 

畳以上)を確保しなければならないことになっている。

このように居住水準は、世帯人員と関わらせて設定されている。従っ

て、仕様が同じ住宅が並んでいる場合、世帯人員の数が少い方が居住水

準が高い住宅として記録されることになる。これは一面当然、のことであ

るが、反面次のようなことも考慮しておきたい。

①公共的住宅や民間アパートのように、一般的に増築がほとんど不可

能な住宅の場合、世帯人員の増加が、直接的に居住水準の低下となる。

これは現実性に照らしても正しいとらえ方であろう。

②そうした居住水準低下を防ぐためには、世帯人員をふやさないか、

広い住宅に転居するしかない。

③こうして世帯当り人員は全体として少数化する。つまり「居住水準」

以上でありながら、低水準の住宅が増加する。そして他方では、絶え間

なく住民の転出入がくり返される。
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図表 7-5 住宅の所有の関係別に見た借家の居住水準別世帯数の割合い 口最低居住水準以上 図平均居住水準以上
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図表 8 住宅の所有の関係別に見た食事をする室で就寝しない主世帯数の割合い
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付表 8 住宅の所有の関係別に見た居住室の使
用状況別日野市の主世帯数多摩市
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X 持家率で見た住宅

1. 主世帯全体の持家率

主世帯総数の持家率は、図表 9に示したとおりである。(実数は付表

9にある)これで見ると日野市の持家率は 46.1婦(1万9，000世帯)で

あるがこれは八王子市に次いで高い比率だ。ちなみに昭和 50年国勢調

査結果における日野市の持家率は 42.7%であったから、 3.4婦高いことに

なる。

また図表 9のうち、 30%台が 3地域、 40領台が 4地域、 50%台が1

地域であるが、特に八王子市の 58.1%と、国立市の 32.3%が目立つ。こ

の両市の持家率の差は 25.8婦と開いている。

2. 主な働き手が自営業主の場合

世帯の主な働き手が商応主などの自営業主である主世帯の持家率は、

図表 9-1に示される。 これで見ると 、日野市は 60.8婦(3，100世帯)

が持家である。これは八王子市の 72.6婦にはもちろん 、東京都の 62.7

婦にも及ばない。特に八王子市の持家率が飛び抜けて高いのは、岡市に

おける商工業の歴史が長いことと無関係ではないだろ う。

3. 主な働き手が雇用者の場合

図表 9-2は、主な働き手が雇用者の主世帯の持家率をあらわす。こ

こでも八王子市が断然、トップで 58.4婦、次いで日野市の 46.0係( 1万

4，800世帯)と続く。

ところで図表 9と図表 9-2をくらべると、東京都を除く各市の比率

がよく似ていることに気がつく。日野市は図表 9において 46.1%だが図

表 9-2では 46.0婦、八王子市は図表 9で 58.1婦だが図表 9-2では

58.4婦というぐあいである。これは全体的に見て、三多摩地域各市の世

帯にしめる雇用者世帯の比率が特に高いことによる。その結果、雇用者

世帯の動向が、全体状況に直接的に反映するのである。たとえば日野市

の場合、付表 9に見るように雇用者世帯は 3万2，200世帯であるが、こ
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れは、主世帯総数の 78.2婦に当たる。この結果、雇用者世帯の持家率が、

全体の持家率を左右することになるわけだ。

4. 主な働き手が無職の世帯の場合

無職の世帯の持家率が低いであろうことは、当然予想される。図表 9

-3はそうした状態を示しているが、日野市では 27.0% ( 1，000世帯)

が持家である。

住宅統計調査でいう無職とは、仕送り金、雇用保険金、生活保護給付

金、年金、財産収入などで生計を立てている人をさす。こうした状態に

ある人が持家に住むというのは、年金生活などを送る老齢者が世帯主で

ある場合が多いと推測される。もしこの推測が正しいとするなら、人口

の高齢化にともなって、無職世帯の持家率は今後あがる傾向をもつこと

も予想される。

5. 持家と借家をめぐる若干の問題

もともと持家率、借家率というのは、住宅の水準をあらわすものでは

ない。 だが現実には、すでにこれまで検討してきたように、持家の方が

借家よ り水準が高いというのが、一般的に見られる現実である。その結

果、持家率の高低と住宅水準の高低とが、関係づけて考えられるように

なった。

しかし、こうした考え方が一面的に硬直化すると、借家は持家より水

準が低いのが当然、という考え方に結びつく恐れがある。これは公共的

借家の社会的位置づけなどを考える場合には、ゆるがせにできない問題

をもっ。事実、図表 7-3あるいは図表 7-5などで多摩市の例が示す

ように、近年における公共的借家の水準はかなり向上している。従って、

借家イコール低水準住宅という図式は、一定程度事実によって打ち破ら

れている。全体としてはますますそうした方向に進むだろう。

また土地価格の高騰や、小規模宅地開発の進行によって 、逆に持家の

水準が低下している現実もある。いずれにせよ、持家率を単純に住宅水

準と結びつけるのは、危険をともなう。



図表 9 主世帯の持家率 図表 9-1 主な働き手が自営業主の主世帯の持家率

日野市 東京都 八王子市 立川市 日野市 東京都 八王子市 立川市

府中市 昭島市 国立市 多摩市 府中市 昭島市 国立市 多摩市

図表 9-2 主な働き手が雇用者の主世帯の持家率 図表 9-3 主な働き手が無職の主世帯の持家率

日野市 東京都 八王子市 立川市 東京都 八王子市 立川市

府中市 昭島市 国立市 多摩市 府中市 昭島市 国立市 多摩市
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XI 世帯の年収別に見た持家率と借家率

1. 年収と持家率

年収と持家率、借家率との関係を見たものが図表 9-4である。この

図表は、世帯全体の年収を 5段階に分け、それぞれの区分ごとに持家率、

借家率を示したものだ。

この図表によって持家率を見ると、各市とも年収が高くなるにつれて、

持家率がしだいに高くなっていることがわかる。

日野市の場合を見ると、年収 100万円未満の世帯は 3，300世帯だが、

持家は 600世帯(18.2領)である。 100-..200万円未満の世帯は6，000

世帯で、うち持家は 1，300世帯 (21.7%)、200-..300万円未満では 1

万 500世帯で持家は 2，900世帯 (27.6婦人 300--500万円未満は I万

3，900世帯で持家は 8，000世帯(57.6婦人また年収 500万円以上の世

帯は 7，300世帯で、このうち 6，200世帯 (84.9係)が持家である 。

このように年収と持家率は、明白な比例関係をもっ。ここで注目して

おきたいのは、年収 200-..300万円未満の段階と 300-"500万円未満の

段階とでは、持家率に大きな聞きがあることだ。この点は東京都も含め

て、各地域にだいたい共通している傾向である。これは現在の東京都内、

あるいは三多摩地域で住宅を入手する際の価格を反映しているものと思

われる。この場合、一般的にいえば(建築費をほぼ等しいものと見ると)

土地の価格が年収と持家率との関係に、強い影響をあたえていると推測

できる。土地価格が低い地域では、年収の低い世帯における持家率が高

いというふうに。たとえば 100-..200万円未満の世帯で見ると、日野市

の持家率は 21.7係であるのに対し、八王子市は 32.3婦である。

2. 年収と借家率

年収と借家率との関係では、当然のこととして持家率とは逆の傾向、

つまり年収の高さと借家率とが明白に反比例する傾向を示す。

日野市の場合、年収 100万円未満世帯のうち、 81.8%にあたる2，700

世帯が借家に住む。次いで 100-..200万円未満では 78.3係(4，700世帯)

になり、 200-.. 300万円未満で 73.3婦(7，700世帯)と漸減する。これ
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が 300--500万円未満では 41.7係(5，800世帯)に急減し、 500万円以

上では 15. 1 % ( 1， 1 0 0世帯)とさらに率を低下させる。こうした関係

は、持家率とは逆の関係として、各地域にすべて共通している。

3. 持家世帯と借家世帯の年収別構成

付表 9によって、持家世帯と借家世帯の年収別構成を示しておこう。

〈年収別> <世帯総数> <持家世帯> <借家世帯〉

100万円未満 8.0 % 3.2 % 12.2領

100-..200万円未満 14.6 % 6.8 % 21. 3 % 

200-..300万円未満 25.5 % 15.3 % 34.8 % 

300-..500万円未満 33.7% 42.1 % 26.2各

500万円以上 1 7. 7婦 32.6婦 5.0 % 

これで見ると、たとえば年収 300万円未満の世帯は、世帯総数の48.1

婦をしめ、持家世帯の 25.3%、借家世帯の 68.3%をしめることになる。

つまり借家世帯の約 7割が年収 300万円未満の世帯というわけである。

4. 年収と借家の種類別構成

借家の所有別に世帯年収段階ごとの構成比を、付表 9によって計算す

ると次のようになる。

〈年収別〉 く公共借家〉 〈民営借家〉 く給与住宅〉

総 数 34.4 % 55.7% 10.9 % 

100万円未満 7.4 % 92.6係 0.0 % 

100-..200万円未満 23.4 % 66.0婦 10.6 % 

200-..300万円未満 36.4 % 50.6 % 13.0 % 

300-"500万円未満 51. 7 % 39.7% 1 2. 1婦

500万円以上 54.5係 27.3 % 18.2 % 

以上であるが、ここで注目しておきたいのは、年収が低い世帯ほど民

営借家の比率が高く、その反対に年収が高いほど公共的借家の比率が高

いことである。後で家賃問題にもふれるが、公共的借家の社会的使命と

の関わりで、ゆるがせにできない現象といえよう。
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図表 9-4 世帯の年収別に見た主世帯の持家率と借家率
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XII 雇用者世帯の持家率と借家率

付表 9で明らかなように、日野市の主世帯総数 4万 1，200世帯のうち、

雇用者世帯は 3万2，200世帯(78.2婦)をしめる。そこで、ここでは日

野市の雇用者世帯だけを取り出して、持家率と借家率とを調べてみよう。

1. 雇用の形態

図表 9-5は、世帯の主な働き手の雇用の形態別に、世帯数の割合い

を見たものである。これで明らかなように、民間雇用者は 83.9婦、官公

雇用者 13.4婦、臨時・日雇 2.5婦という構成である。また民間雇用者に

ついては、勤務している事業所の従業者規模別にも構成を見ておいたが、

1，000人以上の規模の事業所に働く雇用者が多いことに気が付くだろう。

2. 雇用別に見た持家率と借家率

図表 9-6は、主な働き手の雇用別に持家率と借家率を見たものであ

る。民間雇用者世帯の 45.0婦(1万2，200世帯)が持家で 55.0婦(1万

4，900世帯 )が借家に住んでいる。ここで興味深いのは、主な働き手の

勤務する事業所規模による率のちがし、である。まず従業者規模 30人未

満の事業所に勤務する世帯では 32.0弥(1，600世帯)が持家、 68.0需

( 3，300世帯)が借家に住む。 30--99人規模では、持家 40.5婦(1，500 

世帯)、借家 62.2需(2，300世帯 )0100-299人規模では、持家

4 7. 2 % ( 1，7 0 0世帯)、借家 52.8婦(2，000世帯)0 300-999人規

模では持家、借家が半々ずつの 50.0骨(1，800世帯)0 1，000人以上規

模では持家 50.5婦(5，600世帯)、借家 49.5婦(5，500世帯)である。

ここで明らかなように、民間雇用者世帯の場合、勤務している事業所

の規模と持家率は比例する関係にある。ところで先に図表 9-5で見た

ように、世帯年収と持家率は比例関係にあった。そこで主な働き手が小

規模な事業所に勤務する世帯の年収は、大規模な事業所に勤務する場合

より低いということが予測できる。つまり、主な働き手の小規模事業所

勤務=低い世帯年収=低い持家率という図式が浮かび上ってくるのであ
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る。

官公雇用者について見ると、 58. 1 % ( 2， 5 0 0世帯)が持家で 41.9婦

( 1，800世帯)が借家に住む世帯である。民間総数 45.0婦とくらべる

と、かなり高い持家率であるが、これは身分上の信用により購入資金が

借りやすいなど、住宅購入条件が民間より良いことが作用していると思

われる。

3. 雇用別に見た借家の種類

図表 9-7は、借家に住む雇用者世帯を、勤務先別と借家の種類別に

見たものである。

まず民間雇用者総数を見ると、 37.6婦(5，600世帯)が公共的借家に

住み、 49. 6 % ( 7，4 0 0世帯)が民営借家、 12.7係(1，900世帯)が給

与住宅に住んでいる。次に、民間雇用者の勤務先事業所を従業者規模に

分けて、借家の種類別を見ると、おおよそ次のようになる。

30人未満では民営借家に住む世帯が多く 61.8婦にも なり 、公共的住

宅には 32.4%の世帯しか住んでいなし、。 30-99人の規模では、民営借

家が 56.4婦と低下し、公共的借家が 39.1婦と増加するが、両者の開きは

大きい。 100-299人の規模では、推計上の操作で図表の数字を合わせ

ると 105.3婦になるが、今はそのままにしておく。 42.0婦が公共的借家、

58.0婦が民営借家で、ここでも民営借家が大きい。 300-999人規模で

は、公共的借家 36.7婦、民営借家 42.0%と民営借家の率が低下するが、

それにかわって給与住宅が 15. 7婦となっている。 1，000人以上の規模

では、公共的借家 38.2婦、民営借家 40.0%、給与住宅 23.6婦という割

合いで、給与住宅の率がさらに高まる。

このように民間雇用者においては、民営借家の率が高いが、官公雇用

者は 44.4婦が公共的借家で、民営借家、給与住宅が 27.7必ずっとなっ

ている。



世帯の主な働き手の雇用別〈企業の従業者規模別〉に見た

主世帯の持ち家率と借家率

図表 9-6図表 9-5
世帯の主な働き手の雇用別
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付表 9-1 世帯の主な働き手の雇用別〈企業
規模別〉に見た住宅の所有の関係別主世帯数
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加雇用者・自営業主世帯別の通勤時間

通勤時間も住宅事情を示す重要な指標のひとつである。図表 10は、世

帯の主な働き手を雇用者と自営業主とに分け、それぞれの通勤時間別に

世帯数の割合いを見たものだ。

1. 雇用者の通勤時間

図表で日野市の雇用者世帯を見ると 、最も多いのが 60~89 分の時間

帯で、 30.5婦と 3分の 1に近し、。次に高いのが 45 ~59 分で 16.6 婦、 15

分未満の 16.0婦と続いている(実数は付表 10にある)。また 90斗 19

分の時間帯に、 10.8婦の世帯があ ること を注目しておきたい。

次に時間帯をやや大きくして比率を見ると、 30分未満が 30.4婦、 30

分以上 69.6%、 1時間以上 42.5%、1時間 30分以上 12.0婦、 2時間以

上 1.2婦という分布になる。

同 じ方法で八王子市を見 ると、 30分未満 39.5婦、 30分以上 60.5%、

1時間以上 34.3婦、 1時間 30分以上 14.1%、2時間以上 2.1婦と いうこ

とになり、日野市にくらべて 30分未満の比率が 9.1婦多いことがわかる。

また立川市を見ると、 30分未満が 34.6婦、 30分以上 65.4%、1時間以

上 34.8%、 1時間 30分以上 9.0婦、 2時間以上1.3係という分布であり、

日野市にくらべて 1時間以上の比率が低い。

同じ中央線沿線の国立市を見ると 、 30分未満 25.4婦、 30分以上74.6

婦、 1時間以上 44.6婦、 1時間 30以上 7.6婦、 2時間以上1.4婦であり 、

30分未満の比率が他よりかなり低く、全体として通勤時聞が長い。

これと同じ傾向にあるのが多摩市で、 30分未満は15.9%と国立市よりさら

に低く、 30分以上は 84.1婦、 1時間以上は54.4婦と国立市より 10婦も多い。

2. 自営業主の通勤時間

自営業主の通勤時間は、雇用者のそれとはいちじるしく異る。

日野市の場合、自宅で働く業主が 46.8%で断然トップである。この点

はどの地域も同じで、いちばん低い多摩市でも 35. 7婦が自宅である。

次いで多いのが、 60~ 89分で 14.9%。これも他市で似たような傾向

が見られる。特に多摩市がこの時間帯の比率が高いが、府中市、国立市、

も同様の傾向を認めることができる。

このように自営業主の通勤時間は、全体として雇用者よりかなり低い

ことが示されているが、一方、 30分以上が 29.9婦と約 3割に及び、 1

時間以上だけでも 19.2婦と 2割近くに及んでいる点も、見逃してはなら

ないだろう。

3. 通勤時間をめぐるいくつかの問題

通勤時間が長くなった場合、個人的あるいは社会的に、さまざまな問

題が生じることは、すでに多くの人によって論じられてきた。主なもの

をいくつかあげただけでも、次のようになる。

①通勤のために心身が疲労し、勤務先での労働能率に悪影響を及ぼす。

②健康を害しやすい。

③通勤ラッシュ地域の拡大などにより 、鉄道、道路、自動車あるいは

自転車を含む都市交通問題をひき起こす。

④通勤時間が長くなると、家族との接触時間が短くなり、いわゆる親

子の断絶などの家族問題の一因となる。

⑤地域生活での活動条件が時間的にせばめられるため、近隣関係に悪

影響を及ぼす。

こうした問題が 1地域、 1個人の問題としてではなく、大都市とその

周辺都市、さらに地方の中小都市にまで広がっていることに深刻さがあ

る。しかもこの現象は、地価の上昇の影響をうけて、拡大の傾向にある。

通勤時間の延長がもたらすこうした社会的問題を解決するため、職住

近接などの目標も立てられてきた。だが企業の大都市集中に象徴される

経済構造や、土地価格の問題を考えると、根は深いというべきであろう。
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図表 10 世帯の主な働き手の従業上の地位別に見た通勤時間別世帯数の割合い
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XIV住宅の所有関係別に見た雇用者世帯の通勤時間

雇用者世帯を持家と持家以外とに分けて、通勤時間別に世帯数の割合

いを見ると、図表 10-1のようになる。(実数は付表 100 ) 

1. 持家の雇用者世帯の通勤時間

持家の世帯の通勤時聞は、東京都を含む各地域とも、持家以外の世帯

より長い。

日野市の場合を見ると、持家、持家以外ともに 60.......8 9分の時間帯が

最も多いが、持家 36.5帰(5，400 t世帯)に対して持家以外 25.0婦(4，400 

世帯)で、 11%余持家のほうが高い。これと反対に 15分未満では、持

家 1O. 8 % ( 1，6 0 0世帯)に対し、持家以外 2O. 5 % ( 3， 6 0 0世帯)と、持

家のほうが約 10婦低い。このように短い時間帯において持家以 の率が

高く、反対に長い時間帯において持家の率が高いのであるが、 45.......59 

分の時間帯において、両者の率がほぼ重なり合う。これも各市とも似通

った傾向である。

持家世帯の通勤時間を 30分ごとの区分で見ておくと、まず 30分未満

で 22.3婦(3，300世帯)30分以上で 77.1% ( 1万1，400世帯)0 1時間以

上で 50.7%( 7，500世帯)0 1時間 30分以上で 14.2婦(2，100世帯)と

いう分布である。

2. 持家以外の雇用者世帯の通勤時間

ここでいう「持家以外の世帯jとは、借家世帯、同居世帯、住宅以外

の建物に住む世帯の総称である。

日野市の場合、持家以外の世帯の通勤時間を、 30分ごとに区切って見

ると、まず 30分未満が 36.9婦(6，500世帯)で持家世帯より 14.6係高

い。 30分以上では 62.9% ( 1万 1，000世帯)0 1時間以上は 35.2% 

( 6，000世帯)で持家世帯より 15.5%低い。また 1時間 30分以上の時

間帯では 1O. 2 % ( 1，8 0 0世帯)で持家世帯より 4.0%低い、ということに

なる。

3. 住宅の所有関係と通勤時間の差

これまで見たように、持家世帯のほうが持家以外の世帯より通勤時間

が長い。この理-由には いくつか考えられる。

①すでにふれた土地の価格との関係=住宅購入費の高低との関係があ

る。おおまかにいうと、東京都の土地価格は、都心に近づくほど高くな

り、離れるほど安い。これは戦前からの傾向であったが、戦後の、特に

高度成長期における人口急増→地価高騰がこれを極端なものにした。こ

の結果、都心を起点として通勤距離と反比例する住宅価格の数列が生ま

れ、あたかも自然、現象であるかのごとく人々の観念に定着したのである。

②だが土地価格と雇用者の賃金の上昇とが比例する関係にあれば、問

題はなかった。事実は逆で、土地価格の上昇率と賃上げ率とはますます

差が開いていったのである。そのため、年を経るごとに、いよいよ都心

から離れた地域の住宅需要=供給がたかまった。

③他方、雇用者の勤める各種の事業所は、相変らず区部に多い。たと

えば昭和53年度事業所統計調査結果で見ると、東京都全体の事業所数は

74万 3，249カ所であるが、このうち区部にある事業所は 62万8，540カ

所で 84.6~に当たる。また従業者は、全体の 86.8婦が区部にある事業所

で働いている。

こうしたことが、持家世帯の通勤時間を長くした要因と考えられる。

だが近年においても、この要因をくつがえすような社会的・経済的変化

はない。たとえば地価は、低成長時代といわれる今日でも、変らずに上

昇を続けている。この限りでは、持家世帯の通勤時間はさらに延びるこ

とになろう。

持家以外の世帯(その大部分が借家)の住宅水準は、持家世帯にくら

べてかなり悪いというのが、 xnまでの検討結果であったが、通勤時間に

ついてだけは、持家世帯より良L、。これは裏返しすると、通勤時間を短

くするために住宅水準をぎせいにしているということでもある。それと

付け加えたいのは、日野市の持家世帯の平均人員が 3.74人であるのに対

し借家世帯が 2.71人であることに示されるように借家世帯のほうが低水

準住宅に「がまんしやすし、」家族状況にあることも、現実生活として見

なければならないだろう。
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図表 10-1 主な働き手が雇用者の世帯を住宅の所有関係・通勤時間別に見た世帯数の割合わ
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苅/ 住宅の取得方法別に見た持家数

1. 住宅の取得方法と持家

住宅の取得方法を購入、新築、建替え、その他の 4つに分け、昭和 49

年以降に建築された持家数の割合いを見ると、図表 11のようになる。

日野市の場合、昭和 49年以降に建築された持ち家数は 6，600戸。こ

のうち 40.9婦(2，700戸)が新築の建売または分譲住宅の購入、 1. 5 % 

( 100戸)が中古住宅の購入、新築が 42.4僑(2，800戸)、建替えが

13.6係(900戸)、その他1.5%(100戸)という割合いである。

これで見ると、 1位が新築で 2位が新住宅の購入であり、両者を合わ

せると 83.3需(5，500戸)に達する。ここで注目しておきたいのは購入

の率である。日野市の場合、新築住宅と中古住宅の両者の購入を合わせ

ると 42.4婦で、新築の割合いと全く同じになる。このように購入の割合

いが高いのは、大都市とその周辺地域に共通の現象である。この点は、

すでに昭和 48年の住宅統計調査において、指摘されていたことであっ

た。昭和 48年住宅統計調査の結果から、例を示しておこう。

〈地域> <購入> <新築 ) <建替 〉 くその他 〉

全 国 19.9 % 43.3 % 33.6 % 3.2 % 

京浜地区 30.6 % 37.6婦 28.3 % 3.5% 

同中心市 3 1.1 % 2 6. 9 % 3 7. 4 % 4. 6 % 

京阪神地区 4 6. 7 % 2 8. 9 % 2 O. 6 % 3.8 % 

同中心市 5 0.3 % 1 9. 9 % 2 4. 3 % 5. 5 % 

このように大都市圏における購入の比率は、全国平均とくらべてかな

り高L、。従って昭和 53年住宅統計調査結果において、購入による住宅取

得方法の率が高いのは、こうした傾向が大都市圏で引続き存在している

ことのあらわれと見るべきであろう。

また日野市の場合、他地域とくらべて建替えが少い点にも注目してお

きたし、。これは先にEでふれておいたことだが、日野市に現存する住宅

(特に木造)で、昭和35年以前に建築されたものが少いことと関連して

いよう。(図表 2-2 )この点たとえば、昭和 35年以前に建築された木

造住宅の比率が高い東京都、立川市、府中市、昭島市、国立市などが、

図表 11において建替えの率が高いのと対照的である。このことは、日野

市の住宅取得方法の構成が、近い将来変ること、つまり建替え件数が増

加するであろうことを予測させるものでもある。

2. 住宅購入のうちわけ

新築の建売・分譲住宅の購入を、民間業者から購入した場合と、公団

・公社から購入した場合とに分け、それぞれの割合いを見ると、図表 11

-1のようになる。

これで見ると日野市は、民間によるもの 92.6婦(2，500戸)、公団・

公社によるもの 7.4需(200戸)で、圧倒的に民間が多い。これは昭和

49年以降の約5年間を見たものであるから、これだけで民間と公共の関

係を断ずることはできないが、少くとも近年の状況はよく示していると

いえよう。この点、東京都全体でそうした傾向(公団・公社 5.9係)であ

ることは興味深い。

これに対して多摩市においては、 77.8%が公団・公社による分譲住宅

の購入であり、他市といちじるしく異る結果になっている。また多摩市

ほどではないが、府中市における公団・公社による購入の率が高いこと

も注目されて良いだろう。

3. 着工統計から見た住宅建築数

ちなみに日野市内で、昭和 49年--53年の間に新設した住宅数(戸数)

をここに掲げておく。(建築基準法により建築主が都知事に届出たものb

東京都都市計画局の資料による。)

〈総数 〉 〈持家 〉 く分譲 〉 く借家 〉

昭和 49年 2，105 955 343 807 

昭和 50年 2，128 942 436 750 

昭和 51年 3，266 1，186 758 1，322 

昭和 52年 2，685 999 579 1，107 

昭和 53年 2，404 958 546 900 
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⑤その他

住宅の購入・新築・建替えなどの別に見た昭和 49年以降に建築された持家数の割合い
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XVI 借家の所有の関係別などで見た世帯数

借家に住む主世帯を、住宅の所有関係、構造、設備状況の別に割合い

を見たものが、図表 12である。

1. 公営の借家

日野市の借家に住む主世帯のうち、市営あるいは都営の住宅に居住す

る世帯は 2，300世帯で、全体の 10.6併をしめる。この率は東京都の 10.1

栃よりはやや高いが、近隣各市にくらべると高いほうではない。多摩市

の 26.8婦はやや例外としても、昭島市 22.7婦、立川市の 20.1%あるいは

八王子市の 18.5婦とくらべても、日野市の比率は低いといえよう。

2. 公団・公社の借家

公団・公社の借家に住む主世帯は 23.9tOJで、実数では 5，200世帯を数

える。この比率は、公営の借家の場合とは逆に、他市にくらべて高いほ

うである。ここでも多摩市は 42.3婦と飛び該けて高い比率だが、日野市

はこれに次いで高丸、。ここで公営の借家と公団・公社借家とを合わせた

比率を見ると、日野市 34.5%に対して八王子市 27.3%、立川市 38.5%、

府中市16.2%その他となる。このように公共住宅全体から見ると、日野

市の比率は他市とくらべて低くなL、。

3. 民営借家〈木造・設備専用〉

民営借家を構造別左設備状況別に分け、それぞれの割合いを見ると、

日野市の木造・設備専用借家に住む主世帯は、実数にして 8，500世帯、

比率にして 39.0%をしめる。この比率は東京都の 39.7係に最も近いが、

立川市、多摩市を除く各市にくらべて低く、特に八王子市の 52.9弱、府

中市の 56.7婦とくらべるとかなり低い。

4. 民営借家〈木造・設備共用〉

木造民営借家で設備共用の住宅に住む主世帯数は、日野市で 1，100世

帯、比率で 5.0婚を数える。この比率は他地域より最も低く、特に東京都

の 19.5'%にくらべると 14.5婦も低い比率である。木造で設備共用という

バターγ の借家は、単身者アパートに多いと推測される。従って学生が

多く居住する地域などでこの世帯がふえると思われる。東京都全体ある
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いは国立市で比率が高いのは、そうした事情の反映であろう。

参考までに、木造民営借家の設備専用と設備共用との比率を見ると、

日野市の場合、専用 80.5%で共用 11.5%である。

5. 民営借家〈非木造〉

日野市で民営の非木造借家に住む世帯は 2，200世帯と、借家主世帯の

10.1婚をしめる。この比率は各市をそれぞれにかなりちがうので、傾向的

な比較を単純に行うことはできない。

ちなみに日野市の場合、民営借家を木造と非木造とに分けて比率を見

ると、木造 81.4%、非木造 18.6%で、すでに非木造が 2割近くなって

L、る。

6. 給与住宅

日野市で給与住宅に住む主世帯は 2，300世帯で、比率にして 10.6%に

及ぶ。給与住宅は社宅、官舎その他から構成されるので、大企業や公的

機関が集中する地域に多い。日野市と共に東京都が 10.1婦、府中市が、

10.4婦、国立市が 9.7%と率が高いのは、いずれもこうした事情の反映

であろう。

7. 着工統計から見た借家の建築

着工統計(前出)に基づいて、日野市内の昭和 49年--53年に新設さ

れた一般借家(民営と公共すべてを含む)之、給与住宅の戸数を参考ま

でにかかげておく。

く借家総数〉 〈一般借家 > <給与住宅 〉

昭和 49年 807 ( 100.0婦) 755 (93.6 %) 52 (6.4 %) 

昭和 50年 7 5 0 ( 1 0 O. 0 % ) 676 (90.1 %) 74 (9.9%) 

昭和 51年 1，322 ( 10 O. 0'% ) 1，310 ( 99.1 % ) 12 (0.9%) 

昭和 52年 1， 1 0 7 ( 1 0 O. 0 % ) 1， 0 6 6 ( 9 6. 3 % ) 41 ( 3.7%) 

昭和 53年 9 0 0 ( 1 0 0.0 % ) 897 (99.7%) 3 (0.3%) 

， 



専用住宅の所有の関係別に見た借家数の割合 わ

公

団

住

宅

J:怯
1目

家

企A
'川口

公

社

与

の

民
営
借
家
(
木
造
・
設
備
共
用
)

図表 12 

-41ー

東 京都

公

の

J:怯
1日

......... 
本

民
営
借
家
(
木
造
・
設
備
専
用
)

民

営

借

家

(

非

木

造

)

許証'
邑

. 、



苅置所有関係別に見た借家の家賃

借家の住宅事情にとっ て、家賃のしめるウ エイ トが高いことはいうま

でもない。図表 12-1は、所有関係別に見た借家の 1畳当り家賃を示し

たものである。

1. 借家全体の平均家賃

借家総数によって 1畳当りの平均家賃を見ると、日野市は 1，649円で

ある 。 (ここでいう 1畳当りというのは、居住室の畳数に基づいている。)

この金額を 2DK=6畳 十4.5畳十 DK3畳という借家に当てはめると、

家賃月額は 2万 2，260円余となる。これは公営借家に住む世帯には高く

感じられ、民営借家に住む世帯には安いものと感じられるだろう。

他市との比較でいうと、日野市の家賃を 100とした場合、東京都 131、

八王子市 105、府中市 115、国立市 109と日野市より高く 、立川市98、

昭島市 89、多摩市 95で日野市より低い。

2. 公営借家の家賃

日野市の公営借家の家賃は、 1畳当り 798円で、給与住宅を除く全借

家のなかで最も安L、。借家総数の平均的家賃とくらべても 2分の 1以下

だ。これは公営借家が果たすべき役割(低収入者や社会的に弱し、立場に

ある者への低家賃住宅の提供)を考えれば、当然のことといえよう。だ

が公営借家の家賃も、土地価格や建築費の値上りを理由に 、年々引き上

げられる傾向が深まっていることも見逃せない事実である 。

3. 公団・公社の借家の家賃

公団・公社の借家もまた、公営借家に準ずる役割をもっている。その

ため全体としては民営借家の家賃よりかなり低¥..¥ 0 日野市の場合を見る

と、 1畳当り 1，148円で、借家総数より 501円安し、。これを先の 2DK

規模の家賃に当てはめると月額 1万5，498円で、借家総数の平均家賃よ

り6，762円安い。

ところで公団・公社の借家も近年は家賃が引上げられており、特に新

築住宅の家賃は高くなっている。図表に見られる各市の家賃のちがし、も、

こうした事情の反映と見られる。

4. 民営借家の家賃

①木造の設備専用住宅

日野市の木造の設備専用住宅の家賃は、 1畳当り 2，456円であり 、借

家総数の平均より 807円高い。 これを 2DK規模に当てはめると、 月額

3万 3，156円で借家総数の平均よ り1万 896円高い家賃だ。また他市と

の比較で見ると、日野市は東京都、国立市、府中市に次いで 4番めであ

るが 、いちばん安い昭島市 との差は、 1畳当りで 545円も開いている。

②木造の設備共用住宅

日野市の木造の設備共用住宅の家賃は、 1畳当り 2，373円であり、専用

住宅と大差はない。これは先にふれたように、設備共用住宅の多くが単

身者アパートであると思われるところから、 1畳当り家賃が相対的に高

い ものと推測で きる。他市との比較で見ると、日野市の家賃は低いほう

に属するが、設備専用住宅ほどの開きは見られない。

③非木造の設備専用住宅

日野市の非木造の設備専用住宅の 1畳当り家賃は 2，707円で、木造と

の差は 215円とあまり 大きくない。この点は多摩市も似 ている。しかし

その ほかの地域では、家賃の開きは小さくなし、。東京都では 1，073円の

差 、八王子市では 607円の差、立川市では 777円の差といった具合い

である。立川市の例を使って、先の 2DK規模の家賃を計算すると 、木

造との間に 1万 489円の差が生ずる。

5. 給与住宅の家賃

給与住宅の家賃は、すべての借家のなかで最も安し、。日野市の場合で

も、 1畳当り 423円であり、公営借家の 53婦でしかない。これは給与

住宅が、その名が示すとおり住宅 自身が一種の現物給付の形をとってい

ることからくるものであ る。
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付表12.住宅の種類別などで晃た借

家の普通世帯数とー畳当りの平均

家賃 ・間代

〈家族・間代は円単位 〉

建 物 思リ 世帯数

総 数
22，100 
1 ， 661 

借
総 数

21，800 
1 ，649 

F家ゐ 司

2，300 
公営の借家

専 798 

公団・公社の借家
5，200 

居 1 ， 148 

用 民 -邑Lι 借 家 8，500 
住 〈木造・設備専用〉 2，456 

す 民 営 借 家 1 ， 100 

住 〈木造・設備共用〉 2，373 

る 民 営 借 家 2， 100 
〈非木誼・設備専用〉 2，707 

主 !=E;・・ 民 営 借 家 100 

世
〈非木浩・設備共用〉 2，516 

給 与 住 ~晶司
2，300 

帯 423 

庖舗その他の併用住宅
400 

2，276 

住宅に同居する世帯
200 
163 

住宅以外の建物に 100 
居住する世帯 86 

所有関係別などで見た借家の 1畳当り家賃

日野市 日野市
民

東京都 東京都 許邑~ 

八王子市 八王子市 の

立川市 家 立 川 市
吾E又J1， 

府 中市 府中市
{蒲

総 専
昭島市 昭島 市 1，911 用
国立市 数 国立市 2，625 住

多摩市 多摩市 2，418 2，524 
弓..... コ『

〈棒グラフは木造。折線グラフは非木造〉

図表 12-1 
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営
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借

家

日野市

東京都

八王子市

立川市

府中市

昭島市

国立市

多摩市

.、

給

住

与

宅

日野市

東京都

八王子市

立川市

府 中 市

昭島市

国立市

多摩市

公
団
・
公
社
の
借
家

2，お3

日野市

東京都

八王子市

立川市

府中市

昭島市

国立市

多摩市
上段が世帯数、下段が家賃と間代※ 
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X咽家賃別に晃た借家数

図表 13は家賃の段階別に借家数の分布を見たもので、線グラフでは

家賃を 16段階に分け、帯グラフでは家賃を 5段階に分けた。またグラ

フが混みいって見にくくなることをさけるため、比較を 5地域にとどめ

である。

1. 最も多い 2万 5，000-3万 5，000円未満家賃

まず線グラフによって日野市で最も多い家賃段階を見ると、 2万5，000

--3万円未満と 3万円-3万 5，000円未満とが同率の 11.8婦で、合わせて

23.6%である。つまり 2万 5，000円-3万5，000円未満の家賃の住宅が、

全借家の 4分の 1近くをしめていることになる(実数にして 5，200戸)。

これに対し東京都、八王子市、立川市のいずれもが、 2万円-2万5，000

円の家賃の住宅がしめる率が最も高い。

ところで先に見た、日野市の民営借家・木造設備専用住宅の 1畳当り

家賃は 2，456円であった。ここから 2万5，000円-3万円-3万5，000円の

借家住宅の居住室規模を逆算すると、 10.2畳-12.2畳-14.3畳というこ

とになる。

2. 家賃 1万円未満の借家

こんどは帯グラフと線グラフを重ねて読むことにする。日野市の家賃

1万円未満の借家は、 19.1需(4，200戸)であるが、このうち 7.3係は、

5，000円未満の家賃である。現実の住宅事情に照らすと、このうち 50円

未満の家賃は、施設などに併設された住宅に住む施設管理人であるとか、

給与住宅の管理人住宅である場合も含めて、大半が給与住宅であると考

えられる。また家賃 5，000円未満のかなりの部分が給与住宅であろう。

さらに家賃 1万円未満の段階では、 5，000円-7，500円未満が 7.7婦、

7，500円 -1万円未満が 4.1婦と合わせて 12.1需(2，600戸)になるが、これ

には比較的古い公営住宅と、公団多摩平団地の一定部分などが含まれて

いると考えられる。
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3. 家賃 1万円-2万円未満の借家

日野市の 1万円 -2万円未満の家賃の借家は、全体の 28.4婦(6，300戸)

をしめる。これは帯グラフに示した 1万円ごとの区分のなかでは最も高

い比率だ。線グラフで見ると、このうち最も多いのは 1万円-1万 2，499

円(2，000戸)であるが、このランクにも公共的な借家がかなり含まれて

いると思われる。また 1万円 -2万円未満の家賃の借家が多いのは、帯

グラフが示すように各地域とも共通の現象である。

4. 家賃 2万円-3万円未満の借家

日野市の家賃 2万円-3万円未満の借家は、全体の 21.3係(4，700戸)を

しめる。この家賃段階では、民営借家がかなりの部分をしめていると考

えられる。仮に先の木造民営借家・設備専用住宅の 1畳当り家賃を当て

はめると、家賃 2万円=8.1畳、家賃 2万 5，000円=10.2畳とし、う居住室

規模の住宅である。

5. 家賃 3万円-4万円未満

日野市の借家のうち、家賃 3万円-4万円未満の借家は 20.8悌(4，600戸)

であるが、そのうち 3万円 --3万 5，000円未満のランクが 11. 8 % ( 2，600 

戸)をしめる。これも民営木造・設備専用住宅の家賃に当てはめると、

家賃 3万円=12.2畳、家賃 3万 5，000円=14.3畳で、 2DKからせまい

3DKぐらいの住宅規模である。

ここで注目したいのは、多摩市の家賃 2万円から上昇を続け、特に 3

万円 -3万 5，000円未満の段階でピークをなしているという点である。

同市が公共的借家が多いことを考えると、近年の公共的借家の家賃がこ

のへんに集中していると見てよいだろう。

6. 家賃 4万円以上の借家

日野市における家賃 4万円以上の借家は、全体の 10.4婦(2，300戸)

をしめる。昭和 53年時で 4万円とか5万円の家賃は、一般家庭で見ると

かなりきびしいものと考えられる。しかも、民営木造・設備専用住宅では、

16.3畳--20.4畳-24.4畳ぐらいの居住室規模でしかないのである。

'" 
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図表 13 家賃別に見た借家数ぬ割育い
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取 敷地面積などで見た住宅

図表 14は、敷地面積の規模別と所有関係別に、一戸建と長屋建の住宅

数の分布を見たものである。この図表では東京都を最も左側においてあ

るが、これは敷地面積の状況が他と大きく異るからである 。

1. 100 m2未満の敷地の住宅

帯グラフで見ると、日野市の総数のうち敷地が 100m2未満の住宅は

31.5婦と、約 3分の lである 。 100m2未満といえば 30坪未満というこ

とだ。この比率は高いというべきだろう 。特に問題なのは、持家の場合

でも 14.7婦もが含まれているし、借家にいたっては 、実に 76.1%までが

100m2未満である。 しかも線グラフが示すように、借家の場合、 50m2(15

坪)未満が 25係以上、 70--74m2が30%近くもある。また注目しておきた

いのは、東京都、八王子市、立川市、府中市のいずれの借家も 100m2未

満の敷地の住宅の割合いが日野市より高いことである 。全体的に見て、

借家の敷地がし、かにせまいかを、あらためて示すものといえよう 。

2. 100 --200 rrf未満の敷地の住宅

日野市の 100--200 m2未満の敷地の住宅は、総数の 39.7婦をしめ、持家

の 46.7婦をしめている。線グラフで見ると、持家のうちでは、 150-199

m2 (45坪--60坪)の敷地の住宅が 25%以上をしめ、第 1位にな っている 。

また、この区分の借家は、 15.2%にすぎない。

3. 200 m2以上の敷地の住宅

日野市の 200m2以上の敷地の住宅は、総数の 28.8%、持家の 38.6婦、

借家の 8.7%である。線グラフで見ると、持家のうち 22%が 200--299 rrf 

( 61坪--91坪)であり、持家でも 100坪以上の敷地をもっ住宅はあまり

多くないことを示している。これにくらべると、八王子市の持家の敷地

は、かなり広いといえよう。

4. 1住宅当り敷地面積

付表14の日野市の I住宅当り敷地面積を、持家を 100として見ると、

公営借家は 40、公団・公社の借家は 45、民営借家は 39、給与住宅は 67

である。持家と借家の水準格差は、ここでもきわめて大きい。

付表 14. 住宅の敷地面積・建て方・住宅の所有の関係別に見た 1戸建・長屋建の住宅数

住宅の敷地面積 総、 数 1 戸建 長屋建
1 戸 建 . 長 屋 建

持ち家 公営の借家 公団・公証り借家 民営借家 給与住宅
総

満数
23，200 19，300 3，800 16，300 1，100 700 4，600 400 

50m
l 

未 1，600 600 1，000 100 200 1，200 。
50 '‘ー' 74 2，200 1，300 900 600 100 100 1，300 100 
75 -- 99 3，500 2，400 1，000 1，700 400 300 1，000 100 

100 '‘・4 149 4，700 3，800 800 3，400 400 300 500 。
150 '‘・' 199 4，500 4，500 100 4，200 。 200 100 
200 向》 299 3，700 3，700 。 3，600 100 。
300 内回 499 2，000 2，000 。 1，900 100 。
500 内》 699 400 400 400 。
700 ，、“ 999 300 300 300 。

1，000 '“' 1，499 100 100 100 。
敷1住完不至I地当，た50り0敷7面t地面以積積 ((7ぽn

l

上
詳
) 
) 

。 。 。 。
100 。 。

4，295，000 3，985，100 309，900 3，664，400 100，500 66，600 399，700 63，800 
186 207 81 224 90 101 88 151 

L一一一
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xx 都市計画の地域区分と住宅 も反映してい る。ここに比較をしている各市と日野市とでは、商工業の

発展の歴史にいちじるしいちがし、があり、特に商業については日野市の

レベルは低し、。そのため商業区域での住宅数が少く、その分だけ住居区

図表15は、都市計画の市街化区域を工業区域、商業区域、住宅区域の 域の住宅の比率が高いのである。

3地域に分け(用語の解説参照)、それぞれの面積、住宅数、世帯数、 4. 地織区分と住宅の立地条件

世帯人員を示すことによって、各地域区分の住宅 ・人口分布を概観した 現実に住宅を建築する場合、用地問題に関連して建ベい率や容積率は、

ものである。 住宅の立地条件として強い影響力を持つ。特に住民の所得に対して地価

1. 工業区域の住宅と世智 がきわめて高い、というような現実のもとでは、これは立地条件の第一

日野市の工業区域は、市街化面積の 10.3婦である 。これに対して住宅

数、世帯数、世帯人員はいずれも 6.9婦である。つまり面積に比して住

宅数は少い。立川市、府中市が同様の傾向である。これにくらべると、

八王子市の場合は、面積比 9.8婦の工業区域に 29弼前後の住宅数、 世

帯数、世帯人員が存在している。八王子市の場合は、古くからの小規模

工場が数多く存在するために、工業区域内の住宅数の比率が高いものと

思われる。

2. 商業区域の住宅と世帯

日野市の商業区域は、市街化区域の 2.0%をしめる 。これに対して住

宅数と世帯数は、ともに 9.5婦で世帯人員は 8.7婦である。このように

工業区域とは逆に、面積に比して住宅数は多し、。東京都を含む各地域と

も同じ傾向だ。これは商業、とくに小売商業の多くが住宅との併用底舗

であることを反映しているものであろう口

3. 住居区域の住宅と世帯

日野市の住居区域は、市街化区域の 87.7婦をしめている 。これに対し

て住宅数の 83.4婦、世帯数の 83.8婦、世帯人員の 84.3婦が存在している。

他地域との比較で見ると、日野市の住居区域の住宅比率は高い。東京都

は 63.8%、八王子市 58.0婦、立川市 67.3%、府中市 76.9%であるから、

最も比率の高い府中市とをくらべても日野市が 6.5婦も高い。

住居区域に住宅が多いのは当然のことではあるが、これには別の事情
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に数えられる。

建ベい率も、容積率も、都市づくりをコントロールずるものとして設

定されたものであるから、都市計画の地域区分と結びついてきめられて

いる 。この場合、注意しておきたいのは、商業地域が建ぺい率、容積率

ともに最も高く、次いで工業地域が高く、住居に当てられる地域の率は

相対的に低くなっていることである。

ところで建ベい率、容積率は地価に影響する。一般的にいえば、率が

高ければ地価 も高くなる。商業地域の地価が、多くの場合他の地域より

高い原因のひとつが これである。だが他方、日野市の場合、今後商業の

発展が見込まれている。つまり商業地域での住宅が増加することが予想

される。地価の高い地域での住宅が不良住宅になりやすいのは、これま

での経験が示しているわけだから、商業地域の発展を、せまい意味での

「商業活動Jにのみしぼって考えるのではなく、住宅条件もきちんと視

野に入れていくことが、絶対に必要である。そうしないと、表側ははな

やかだが、住宅としての裏側はスラムに近い状態といった現象をひきお

こすことになる。

住宅統計で都市計画の地域区分と住宅状況とを関連させる集計方法は、

開発されたばかりであるが、ここで見た建ぺい率、容積率などを考えた

だけでも、今後は重要なデータとなっていくことと思われる。

， 



付表 15 
都市計画の地域区分別住宅数

住 総 数 45，100 

全
t 戸『 居住世帯あり 41，200 

市 数 居住世帯なし 3，900 

街 人が居住する以外の建物 300 

化 世 帯 数 42，100 

区 うち普 通世帯 41，500 

域 世 帯 人 貝 140，500 

うち普通世帯人員 132，600 

住 総 数 3，100 

~ 居住世帯あり 2，800 
工

数 居住世帯なし 300 
業 人が居住する以外の建物 。
区 世 帯 数 2，900 

域
うち普通世帯 2，900 

世 噌帯封・ 人 員 9，700 

うち翫量世帯人員 9，300 
住 砕tt、、 数 4，300 

~ 居住世帯あり 3，900 
商

数 居住世帯なし 400 
業 人が眉主する以外の建物 。
区

世 帯 数 4，000 

域
うち普通世帯 3，900 

世 帯 人 員 12，200 

うち翫量世帯人員 11 ，800 
住 総 数 37，600 

~ 居住世帯あり 34，500 
住

数 居住世帯なし 3，100 
居 人が居住する以外の建物、 200 

区 世 帯 数 35，300 

域
うち普通世帯 34，800 

世 帯 人 員 118，500 

|うち髄世帯人員 111，600 

都市計画の地域区分別に見た面積、住宅数、世帯数、世帯人員の割合い図表 15 
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XXI 日野市の住宅の特徴一一簡単なまとめ一一

ここまで見てきたことを簡単にまとめ、日野市の住宅の状況に即 して、

若干の問題点を記しておきたい。

1. 日野市の住宅の特徴

①建築時期別に関連させて

あるの に対 し、 30人未満の規模の企業に働く雇用者の世帯では持家率は

32 %でしかない。 先にのべたように、一般的に見て借家のほうが持家よ

り住宅水準が低い現実と重ね合わせると 、小企業に勤める低収入世帯の

多くは、水準の低い借家生活のなかにいるということになる

④通勤時間に関連させて

図表 10と10-1で通勤時間の状況を示したが、雇用者の 42.5婦が 1時

間以上の通勤時間である。ここで注目したいのは、全体的に見て持家の

建築時期を見ると 、昭和36年以後のいわゆる高度成長期に建築された ほうが通勤時間が長いと いうことである。これは都心から離れたほ うが

住宅が圧倒的に多し、。成長期の初めの頃に建てられた木造建売住宅などの 地価が安く 、住宅を入手しやすい とい う現実を反映して いるものだ ろう 。

なかには、すでに改築が必要とされるものがでていると思われ、今後は ③家賃に関連させて

建て替え がかなり大きな問題となろう 。図表11で示した ように、近年の

建築状況では建替えがすでに 13.6婦に達している 。

②居住水準に関連させて

図表 7で示したように、最低居住水準、平均居住水準を用いて住宅 レ

ベルを見ると、日野市の場合、 全体的にいえば他市とくムべても 悪いほ

うではない。だが問題なのは、借家と持家の差が大き いこと だ。借家の

30 %近くが最低居住水準にも満たないし、 87%が平均居住水準以下の住

宅である。借家の水準が低いことは各市に共通した現象であるが、最低

居住水準に限っていえば、多摩市の借家水準が良い。同市は公共的借家

が圧倒的に高い比率をもつまちだが、今後の住宅政策のあり方に、ひと

つの検討材料を与えてくれているものといえよう。

③持家率と関連させて

図表 9"'" 10で持家率の状況を示したが、日野市の持家率は 46.1 %で、

2分の 1に達しなし、。ここで問題視したいのは、世帯収入と持家率とが

比例菊係にあることである。持家率が 50婚をこすのは、年収 300"'" 500 

万円の世帯からである。また民間企業における賃金状況などを反映して、

中小企業に働く雇用者の世帯の持家率はきわめて低し、。たとえば従業者

1，000人以上の規模の企業に働く雇用者の世帯では持家率が 50領以上で

-50ー

図表 12-1、図表13で借家の家賃状況を示 したが、家賃 2万円以上が

52.4婦と 2分の 1をこし、家賃 3万円以上が 31.2%と約 3分の 1であ っ

た。ま た 53年の調査時で、すでに家賃 4万円以上の借家が 1割以上あ っ

たことも 注 目してお きたし、。その後の土地価格を含む物価上昇の もと で、

家賃はさら rあがっていると思われる。先にのべたよ うに、借家世帯が

相対的に低収入世帯である こと を考えると、家賃の上昇はきびしい影響

をあたえ てい るもの と思われる 。

2. 若干の問題点

以上検討 してきたことから いえ ることのひとつは、住宅状況の階層化

が進んでいる とい うことである 。つまり雇用されている企業規模や世帯

収入な どで、は ヲきりと住宅水準に格差がでているということだ。

これ と関連させてもう 1点指摘したいのは、後に第 2部で示すよ うに、

住宅水準の地域格差があらわれているということである 。いわゆる 「高

級住宅地」とそ うでない地域とが出現しつつあるということだ。 日野市

全体のまちづくりを考えるとき、このことがもっ意味は決して小さくな

いと思われる。

、

、

-J 



第 2 部 日野市の地域別資料
(古抽出による独自集計資料)
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図表 16 地域分割図



居住している家屋の建築時期別の世帯数の割合い

26-35年

25年以前

s 
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36年-45年
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図表 18 地域別に見た持家率

全 市 平 均



図表 19 地域別に見た 1世帯当り畳数と世帯員1人当り畳数

市全体

世帯員1人当り畳数 i 16.1畳

6.9畳
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地域別に見た居住室数と
居住室の広さ
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地域別に見た住宅の構造別世帯数の割合い
市全体
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図表 22 地域別に見た居住している住宅の階級別世帯数の割合い
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図表23地域別に見た居住家屋の建て方別世帯数の割合い
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図表 24 地域別に見た し尿処理方法別世帯数の割合い
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図表 25 地域別に見た就寝する室と食事の場所が同じ世帯の率
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第 3 部 日野市の人口増減と土地価格

〈参考資料〉
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参考表 7 自然増と社会増
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参考表 12 人口の社会増と土地価格
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参考表 13 転入人口、国土庁地価公示価格と宅地面積の指数
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